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南
宋
時
代
の
潅
漸
塩
紗
法

一
二
四

は

じ

め

に

南
宋
時
代
の
財
政
・
経
済
史
上
の
諸
現
象
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
何
時
も
、

こ
の
現
象
が
塩
或
は
茶
な
ど
の
専
売
制
度
や
こ
れ
に
拠
っ
て

動
く
商
品
・
貨
幣
の
流
通
・
商
人
の
活
動
と
具
体
的
に
ど
う
絡
み
合
っ
て
い
る
か
と
云
う
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
茶
・
塩
の
専
売
制
度
に
就
い

て
確
か
な
理
解
を
持
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
本
稿
は
こ
う
し
た
必
要
を
充
た
す
た
め
南
宋
中
央
政
府
の
財
政
に
密
接
な
関
係
の
あ
る

准
・
断
塩
妙
法
を
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
。
戴
点
問
燈
民
の
「
宋
代
紗
塩
制
度
研
究
」
に
既
に
述
べ
ら
れ
て
お
る
処
を
重
ね
て
論
じ
た
点
が
多
い

が
、
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
方
が
右
の
目
的
を
果
す
の
に
好
都
合
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
拙
稿
の
読
者
が
民
の
著
作
を
併
せ
て
参
照
し

て
下
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
尚
本
稿
で
論
じ
得
な
か
っ
た
点
は
、
今
後
財
政
・
経
済
史
の
諸
問
題
を
論
究
し
て
ゆ
く
際
に
適
宜
補
っ
て
ゆ
く
こ

と
に
し
て
い
る
。

一
、
三
種
貨
務
都
薬
場
の
沿
革

ま
づ
専
売
総
轄
機
関
で
あ
る
権
貨
務
都
茶
場
の
沿
革
か
ら
検
討
し
よ
う
。
北
末
時
代
に
は
京
師
開
封
府
に
椎
貨
務
及
び
都
茶
場
を
置
い
て
、

比
処
で
塩
紗
・
茶
引
を
発
売
し
て
い
た
が
、
宋
会
要
輯
稿
・
食
貨
づ
一
茶
法
（
以
下
書
名
を
省
き
食
貨
三
茶
法
な
ど
と
略
称
す
る
）
建
炎
元
年

（
一
一
二
七
）
五
月
十
八
日
条
に
、

発
運
使
、
梁
楊
祖
言
。
茶
塩
日
係
太
府
寺
・
都
茶
・
権
貨
務
印
造
紗
引
給
売
以
暗
中
都
。
比
金
人
退
師
。
道
路
未
通
。
詞
訪
。
真
州
係
両
准

・
所
江
諸
路
商
買
栢
湊
去
処
。
除
東
北
塩
乞
依
旧
就
於
権
貨
務
給
売
外
。
其
東
南
茶
塩
。
乞
選
委
通
暁
財
利
官
提
領
。
依
太
府
寺
等
処
印

造
。
於
真
州
置
司
給
売
。
詔
。
梁
楊
祖
差
兼
提
領
茶
塩
事
。
云
々
。

と
み
の
る
よ
う
に
、
建
炎
元
年
、
金
軍
が
侵
入
し
て
河
北
路
方
面
の
治
安
が
悪
佑
し
沿
辺
入
中
商
人
の
往
来
が
杜
絶
す
る
と
、
こ
れ
に
応
じ
て
真

州
に
事
務
局
を
置
き
東
南
塩
妙
及
び
茶
引
を
販
売
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
る
。
こ
の
事
務
局
は
是
月
二
十
七
日
に
「
提
領
措
置
真
州
茶
塩
司
」



と
命
名
さ
前
｝
七
月
十
五
日
よ
り
発
足
し
て
い
る
ば
、
そ
の
発
足
当
初
の
業
務
は
、
食
貨
店
塩
法
建
炎
元
年
六
月
十
六
日
条
に
、

敷
。
令
准
断
塩
倉
。
将
見
在
・
日
後
納
下
塩
貨
。
並
以
十
分
為
率
。
援
五
分
支
真
州
紗
。
五
分
支
在
京
妙
。
其
毎
日
所
支
塩
。
在
京
紗
雄

多
。
不
得
過
日
下
合
支
真
州
之
数
。

と
あ
る
よ
う
に
、
東
南
茶
塩
紗
引
の
半
額
を
販
売
す
る
こ
と
で
あ
っ
バ
…
。
先
掲
資
料
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
妙
引
の
発
行
権
は
太
府

寺
の
管
轄
下
に
在
り
、
ま
た
在
京
開
封
府
の
桂
昌
貝
務
・
都
茶
場
の
東
南
茶
塩
紗
発
売
も
引
き
続
き
行
は
れ
て
い
也
、
当
初
は
「
提
領
措
置
真
…
州

茶
塩
司
」
と
云
う
名
称
の
と
お
り
、
補
助
機
関
と
し
て
臨
時
に
創
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
政
局
の
推
移
と
共
に
次
第
に
充
実
さ
れ
て
ゆ

き
、
提
領
措
置
茶
塩
司
か
ら
権
貨
務
都
茶
場
に
改
め
ら
れ
て
紗
引
の
印
造
も
始
め
ら
れ
、
尋
い
で
建
炎
二
年
正
月
十
日
高
宗
を
揚
州
に
迎
え
て

行
在
権
貸
務
・
都
茶
場
に
編
成
さ
れ
、
専
売
業
務
東
南
移
転
の
第
一
歩
と
な
っ
て
い
る
。
建
炎
円
以
来
繋
年
要
録
（
以
下
要
録
と
略
称
す
）
諸
一

建
炎
二
年
正
月
壬
辰
条
に
、

詔
。
併
真
州
権
貨
務
・
都
茶
場
於
揚
州
。
以
行
在
務
場
為
名
。
云
々

と
あ
る
処
か
ら
権
貨
務
・
都
茶
場
の
設
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ふ
叫
、
ま
で
こ
の
事
を
詳
述
し
て
、
る
食
貨
五
権
貨
務
・
周
年
月
十
日
条
の

J

L

五

一
節
に貰

潜
厚
言
。
（
酔
）
近
令
真
州
置
司
。

pm一
か
九
日
。
今
来
車
駕
駐
揚
州
。
（
酔
）
欲
乞
。
移
真
州
勝
一
昨
和
於
行
在
揚
州
置
局
o

o
o
n
 

己
造
下
及
揚
州
通
判
見
売
紗
引
。
併
入
行
在
格
貨
務
。

。
。
。
っ
。

其
真
州
茶
塩
司

と
あ
る
処
か
ら
は
茶
塩
紗
の
印
造
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
揚
州
行
在
務
場
は
一
ヶ
年
程
存
続
し
て
い
る
。
そ
し
て
建
炎
三

年
二
月
庚
成
期
に
高
宗
が
金
軍
の
攻
撃
を
避
け
て
揚
州
を
離
れ
両
断
に
入
っ
て
転
々
流
浪
す
る
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
行
在
務
場
も
移
動
し
て
い

る
。
即
ち
高
宗
は
先
づ
杭
州
に
是
年
二
月
壬
成
か
ら
四
月
丁
卯
ま
で
蒸
着
い
て
い
る
が
、
乙
の
閣
の
行
在
務
場
の
存
在
は
、
食
貨
一
」
山
田
法
・
建
炎

三
年
三
月
四
日
条
に
「
行
在
権
貨
春
一
＝
口
」
と
し
て
塩
引
取
扱
い
に
関
す
る
上
奏
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
要
録
噌
一
一
周
年
月
辛
己
条
に

一
二
五

南
宋
時
代
の
治
漸
塩
紗
法



南
宋
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代
の
准
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塩
妙
法
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尚
書
左
司
員
外
郎
葉
扮
充
秘
閣
修
撰
江
准
等
路
制
置
発
運
副
使
。
兼
提
領
措
置
行
在
茶
塩
。

と
あ
り
、
尋
い
で
庚
寅
条
に

置
行
在
都
茶
場
。
出
売
茶
引
一
誠
一
b
…
錦
町
一
明

と
あ
る
処
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
尚
職
官
仁
建
置
沿
革
権
貨
務
都
茶
場
に
依
る
と
「
建
炎
中
興
。
叉
創
都
茶
場
。
給
売
茶
引
。
随
行
在
所
。
於

権
貨
務
置
場
」
と
あ
る
か
ら
、
都
茶
場
は
特
に
こ
と
わ
り
が
無
く
て
も
樟
貨
務
に
随
っ
て
置
か
れ
て
い
た
も
の
と
見
れ
る
。
降
っ
て
建
炎
四
年

二
月
庚
寅
か
ら
三
月
辛
酉
ま
で
は
温
州
に
滞
留
し
て
い
る
が
、
乙
の
期
間
の
行
在
務
場
は
、
要
録
噌
一
二
同
年
二
月
甲
午
条
に
、

温
・
台
州
積
下
妙
引
至
多
。
有
至
二
三
年
者
。
乞
令
行
在
樟
貨
務
換
給
新
妙
。
赴
闘
広
算
請
。

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
温
州
に
尋
ぐ
行
在
は
越
州
で
四
年
四
月
美
未
か
ら
紹
興
二
年
正
月
壬
寅
ま
で
駐
在
し
て
い
る
が
、

要
録
ヰ
一
ニ
建
炎
四
年
四
月
辛
卯
条
に
、

罷
福
建
紗
塩
。
（
酔
）
伯
母
刷
撞
紗
塩
銭
二
十
万
絹
。
赴
行
在
棺
貨
務
助
経
費
。
云
々

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
行
在
務
場
が
絶
え
ず
高
宗
の
移
駐
に
随
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
或
は
臨
行
し
た
と
云
う
よ
り
は
高
宗
が
持

ち
歩
い
た
と
云
う
方
が
適
切
か
も
知
れ
な
い
。
と
云
う
の
は
要
録
時
一
一
建
炎
三
年
間
人
月
庚
寅
の
起
居
郎
胡
寅
の
上
疏
に

縞
見
。
行
在
支
費
毎
月
無
慮
八
十
万
。
惟
以
椎
貨
塩
利
為
無
窮
之
源
耳
。
云
々
。

と
あ
り
、
ま
た
同
書
時
四
同
四
年
十
二
月
幸
一
本
条
の
江
東
路
鏡
州
に
行
在
所
を
移
そ
う
と
云
う
意
見
に
反
対
し
た
中
書
舎
人
洪
擬
の
論
拠
が

「
軽
棄
ニ
断
。
失
煮
海
之
利
」
に
在
っ
た
こ
と
等
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
椎
塩
収
入
こ
そ
流
浪
の
宗
室
を
支
え
た
財
源
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

行
在
以
外
の
務
場
設
置
に
就
い
て
は
、
要
録
均
一
一
建
炎
三
年
二
月
乙
丑
条
に
「
置
江
寧
府
権
貨
務
都
透
明
」
と
あ
り
、
高
宗
が
揚
州
を
離
れ

て
直
ぐ
江
寧
府
（
建
康
府
）
に
務
場
を
置
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
間
も
な
く
消
滅
し
た
こ
と
と
思
は
れ
る
。
行
在
の
財
政
は
塩

こ
の
間
に
就
い
て
は

利
に
依
寄
し
て
い
る
か
ら
、
行
在
以
外
に
務
場
を
置
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
た
ろ
う
し
、

ま
た
江
寧
府
は
此
後
戦
災
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
で



あ
る
。
行
在
以
外
に
務
場
が
置
か
れ
て
そ
れ
が
将
来
の
発
展
の
基
礎
と
な
っ
た
の
は
、
政
局
も
ず
っ
と
落
着
い
た
建
炎
四
年
四
月
乙
未
の
臨
安

府

警
H

務
の
設
置
か
ら
で
あ
る
。
要
録
4
4
ニ
同
年
月
日
条
に

分
行
在
権
質
務
官
吏
之
半
。
於
臨
安
府
置
司
。

と
あ
り
、
越
州
行
在
一
躍
貨
務
官
吏
の
半
額
を
割
い
て
臨
安
府
に
移
し
務
場
を
分
設
し
た
こ
と
を
伝
え
て
お
り
、
ま
た
同
書
均
一
一
一
同
年
八
月
庚
寅

条
に
は自

分
権
貨
務
場
於
臨
安
。
而
商
人
不
復
至
行
在
。
是
日
廃
越
州
場
務
。
量
留
監
官
一
員
。
打
套
出
売
乳
香
而
己
。

と
あ
り
、
行
在
に
至
る
商
人
が
激
減
し
た
た
め
、
乳
香
を
販
売
す
る
監
官
一
員
だ
け
を
残
し
て
他
を
廃
止
し
て
い
る
。
但
、
是
後
叉
復
活
さ
れ

径
亙

た
よ
う
で
も
あ
る
が
、
既
に
臨
安
に
重
心
が
移
っ
て
仕
舞
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
要
録
N
l紹
興
元
年
（
一
一
三
一
）
十
月
壬
午

条
の
見
銭
関
子
の
発
行
を
伝
え
た
記
事
に
も

。
。
幡

詔
戸
部
。
印
押
見
銭
関
子
。
降
付
婆
州
。
召
人
入
中
。
執
関
子
赴
杭
・
越
擢
貨
務
請
銭
。
云
々
。

と
あ
る
が
、
暫
く
越
州
臨
安
府
両
棺
貨
務
併
存
が
続
い
て
い
る
o

杭
州
臨
安
府
に
尋
い
で
は
建
康
府
に
置
か
れ
て
い
る

G

食
貨
日
一
擢
貨
務
紹
興

二
年
間
四
月
九
日
条
に

詔
o

紹
興
府
（
州
越
）
権
貨
務
・
都
茶
場
移
於
建
康
府
置
局
。
限
三
日
結
絶
詑
o

起
発
前
去
。

と
あ
り
、
紹
興
府
旧
行
在
の
務
場
を
建
康
に
移
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
措
置
は
都
督
府
の
発
足
と
関
聯
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
即
ち

是
年
四
月
二
十
七
日
に
尚
書
左
僕
射
問
中
書
門
下
平
章
事
兼
知
枢
密
院
事
呂
聞
浩
が
都
督
江
准
荊
新
諸
軍
事
の
任
に
就
、
唱
え
諸
路
の
将
師
を
統

轄
下
に
お
い
て
金
軍
に
対
す
る
防
備
を
固
め
る
為
め
、
参
謀
官
以
下
文
武
七
十
員
と
云
う
江
准
荊
断
都
督
府
を
建
康
に
聞
い
て
い
る
。
務
場
の

移
転
が
こ
れ
を
財
政
的
に
裏
付
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
建
康
に
尋
い
で
鎮
江
に
置
か
れ
て
い
る
が
、

と
結
び
付
い
て
い
る
。
即
ち
要
録
酪
六
紹
興
三
年
四
月
壬
辰
条
に

移
都
督
府
於
鎮
江
。
照
応
江
准
両
軍
機
務
。
於
是
建
康
椎
貨
務
・
都
茶
場
亦
移
於
鎮
江
。

こ
れ
も
都
督
府

南
宋
時
代
の
准
漸
塩
妙
法

一
二
七



南
宋
時
代
の
港
新
塩
紗
法

一
二
八

と
あ
り
、
都
督
府
に
随
っ
て
建
康
務
場
を
鎮
江
え
移
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
都
督
府
の
財
源
を
確
保
す
る
為
め
の
措
置
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
尋
い
で
同
害
時
中
ハ
同
年
七
月
丙
寅
条
に
は
、

自
移
建
康
棺
貨
務
於
鎮
江
。
市
入
納
絶
少
。
建
康
日
課
近
二
万
絹
。
鎮
江
種
千
絹
而
己
。
論
者
以
為
。
軍
士
撞
奪
。
商
旅
不
行
。

と
あ
り
、
移
転
後
鎮
江
務
場
の
入
納
が
激
減
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
恐
ら
く
最
初
務
場
を
移
し
た
時
は
建
嵐
府
の
も
の
全
部
が
移
さ
れ
た

の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
右
の
様
な
事
情
で
ま
た
建
康
場
が
復
活
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
職
宮
己
建
置
沿
革
権
貨
務
都

茶
場
に
は
「
紹
興
五
年
詔
。
建
康
・
鎮
江
両
務
場
。
只
是
給
売
妙
引
」
と
云
う
記
事
を
掃
ん
で
い
て
、
建
康
務
場
の
存
続
が
知
ら
れ
る
。
是
処

で
南
宋
の
専
売
総
轄
機
関
三
権
貨
務
都
茶
場
が
出
揃
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
乙
の
後
要
録
惜
八
紹
興
五
年
三
月
壬
寅
条
に

「
移
鎮
江
府
権
貨
務
都

茶
場
喰
真
州
」
と
あ
り
、
ま
た
こ
れ
を
詳
述
し
た
食
貨
国
権
貨
務
・
同
年
月
十
日
条
に

紹認
。
於
真
州
別
置
務
場
。
給
売
紗
引
。
只
許
客
人
葬
請
楚
州
塩
紗
。
其
乳
香
・
茶
引
不
拘
路
分
。
並
許
給
売
。
既
本
州
輿
置
務
場
。
即
鎮

江
府
建
入
納
不
多
。
可
那
移
官
吏
前
去
真
州
。
其
鎮
江
府
務
場
依
旧
帝
留
。
看
管
不
得
損
壊
。

と
あ
り
、
鎮
江
府
務
場
を
更
に
真
州
え
移
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
都
督
軍
馬
張
波
の
准
南
経
略
に
応
じ
て
軍
費
調
達
の
た
め
に
為
さ
れ
た
措
置

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
要
録
詳
紹
興
七
年
九
月
乙
丑
条
に
張
波
の
失
謀
誤
国
を
弾
劾
し
た
周
秘
の
奏
論
を
伝
え
て

准
西
今
為
戦
地
。
市
凌
復
置
権
貨
務
於
真
州
。
再
給
牛
種
於
濠
寿
。
江
南
之
銭
貨
尽
転
輸
於
准
旬
。
使
敵
人
他
日
有
可
因
之
糧
。
罪
五
也
。

と
あ
る
処
で
そ
れ
が
知
ら
れ
る
。
結
局
張
波
の
政
策
は
准
西
の
部
将
劉
理
が
劉
強
の
許
え
奔
っ
て
坐
折
し
紹
興
七
年
七
月
壬
申
都
督
退
任
、
同

月
発
酉
に
諸
路
軍
事
都
督
府
の
解
散
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
と
共
に
真
州
務
場
も
閉
鎖
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

註
以
上
様
貨
務
の
沿
革
を
考
え
て
み
た
が
、
尚
理
解
に
苦
し
ひ
所
伝
も

あ
る
。
附
記
し
て
後
考
に
倹
ち
た
い
。
先
づ
食
貨
日
権
貨
務
紹
興
二

年
五
月
七
日
の
前
勅
に

。
。
。

今
後
鎮
江
府
・
古
口
州
格
貨
務
都
茶
場
。
云
々
。



と
あ
る
も
の
は
、
或
は
三
年
の
誤
り
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
疑
問
で
あ

る
。
次
に
要
録
斗
七
賀
三
年
十
二
月
乙
未
条
に
、
鋲
江
・
出
陣
康
府
江

東
宣
撫
使
斡
世
忠
に
軍
出
品
を
賜
う
て

以
術
路
度
附
開
。
動
州
恥
世
保
和
見
餓
金
銀
中
半
給
之
。

と
あ
り
、
ま
た
食
貸
出
格
貨
務
・
紹
興
四
年
四
月
十
七
日
条
に
、

。。

提
領
権
貨
務
・
都
茶
場
申
。
本
駒
内
場
弁
真
州
・
士
口
州
銀
江
府
務
場
。
一

年
内
共
収
到
茶
頃
番
銭
。

と
あ
る
真
州
権
貸
務
も
亦
疑
問
で
あ
る
。
尚
本
条
に
酎
問
販
務
判
明
が
挙
げ

ら
れ
て
い
な
い
の
も
問
問
意
さ
れ
る
。
拙
川
貨
務
の
mm革
は
正
確
に
は
ま
だ

い
ろ
い
ろ
と
詳
考
す
べ
き
点
を
残
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

二
、
権
貨
務
都
茶
場
歳
収
鐘
額
と
そ
の
塩
・
茶
・
馨
・
香
比
率

繋

表
示
し
て
概
観
す
る
。
建
炎
元
・
二
年
に
繋
る
歳
収
額
六

O
O万
貫
は
揚
州
行
在
務
場
の
収
入
で
あ
る
。

年
聞
に
入
る
と
急
増
し
て
い
る
。
矢

年

西

勝

一

一

一

二

七

i
二
八

一
一
一
二

O

ー
三
一

一
一
一
二
三

一
一
一
二
四

一
一
一
二
五

ー

三

六

一
一
一
二
九

一

一

五

四

一
一
六
一
一

紹元建建

興年炎炎

四元

紹二

興年

三

年

四

年

五

六
年
』

:lit ti・

二四九
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備
考

b涜

収

六

O

O
寓

貫

六

O
九

高

寅

(5) (4) (3) (2) 

六

O

O
蔦

貫
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四

三
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貫
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一O三？三
五六Oミ O

六六0 0 
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貫貫貫貫
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出胤ハ

ωは
、
要
録
口
時
間
炎
二
年
八
月
辛
未
条

ω同
上
必
紹
興
元
年
八
月
己
巴
条
、
食
貸
出
機
貨
務
悶
年

月
五
日
条
川
同
上
総
興
四
年
間
月
十
七
日
条
川
要
録
回
紹
興
五
年
八
月
丙
午
条
同
向
上
順
紹
興
六
年
八

月
乙
丑
条
、
食
貨
日
一
様
貨
務
同
年
月
条
刷
要
録
四
紹
興
九
年
五
月
乙
未
条
例
一
問
要
録
胤
紹
興
六
年
八
月

乙
丑
条
、
食
貸
出
棺
貨
務

南
宋
時
代
の
治
相
川
塩
紗
法

こ
の
額
が
建
炎
一
杯
を
続
き
紹
興

張
り
政
局
が
安
定
し
て
権
貨
務
、
都

茶
場
が
建
康
鎮
江
に
分
設
さ
れ
た
頃

か
ら
収
益
も
増
え
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
次
に
①
の
歳
収
額
に
就
い

て
は
、
要
録
に

大
率
塩
銭
居
十
之
八
。
茶
居
其

一
。
香
・
磐
・
雑
収
叉
居
其
一

鷲。

と
あ
り
、
茶
・
塩
・
呑
磐
雑
収
等
の

歳
収
銭
額
の
比
率
に
就
い
て
解
説

3

一
二
九



南
宋
時
代
の
准
郡
塩
紗
法

一三
O

れ
て
い
る
が
、
こ
の
比
率
は
大
体
南
宋
を
通
じ
て
変
り
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
食
貸
棺
貨
務
に
記
さ
れ
た
紹
興
二
十
四
・

三十二両年度の三務場収入の明細は次の通りで（単位文）大体動いていないo塩利の占める率が非常に高いが、食貨一一塩

ぷに誌' 雑香茶塩

言十 収磐利利

一 一。一一二玉
紹

、 、、、、
占

二 O六六
興ノ、

ー 0 九九六ノ、 一七 八九四 五 一
、 、、、、

四 0-0六
十

7L 六 0 0ー 四二八四 五、 、、、、

五六五四
年。一八七三 度ーノ』、 四五 七 O

、~『－

比
一七
エー二晶 ム，、

% %%  率

一
一 一 紹一

一二七、 、、．

五 二一一九
輿

Jー』、 七九二 六 一一4ノ、. 九五一九、 、、、、。四八 四 O
十

1t 四五七一 一
、 九四七一、、、、

ーノ』、 O二七六
年

七 五四五 O 度
八六八 九

、』ー哩戸』／

比
一八

七 0三
% %%  率

法
・
乾
道
七
年
（
一
一
七
一
）

六
月
十
七
日
条
の
提
領
権
貨
務
都
茶
場
葉
衡
の
奏
議
に

今
月
財
賦
之
源
。
煮
海
之
利
差
居
其
半
。

と
あ
っ
て
塩
利
が
国
家
財
政
収
入
の
半
ば
に
達
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
の
や
、

ま
た
「
朝
廷
養
共
之
賀
多
仰
塩
詠
」
と
云
っ
た
評
価
が
展
々

為
さ
れ
て
い
る
処
と
も
併
せ
て
、
南
宋
財
政
の
中
で
塩
利
収
入
の
占
め
て
い
た
位
地
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

紹
興
以
降
に
は
年
間
実
収
額
を
伝
え
た
記
事
が
見
当
ら
な
い
が
、
乾
道
六
年
三
月
に
は
表
の
よ
う
に
三
務
場
の
歳
謀
棋
を
定
め
て
い
る
。
総

一陣

額
二
千
四
百
万
買
で
紹
興
末
年
の
実
収
額
を
二
百
五
十
万
貫
近
く
上
廻
り
、
こ
の
額
を
建
戚
務
場

課

額

が
先
づ
半
数
を
占
め
、
残
り
半
数
を
行
在
鎮
江
両
務
場
が
二
対
一
の
比
で
分
け
る
と
云
う
編
成
で

八
O
O高
賞

て
二
O
O高

四
O
O高

あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
額
は
当
時
の
実
状
に
即
し
た
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
ず
っ
と

南
宋
末
年
ま
で
維
持
き
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
淳
照
十
年
（
一
一
八
三
）
頃
に
出
さ
れ
た
ら
し



い
察
識
の
定
斎
集
踏
乞
依
行
在
務
場
優
潤
状
の
一
節
に

建
康
屯
駐
大
軍
支
迫
。
万
数
浩
揃
。
別
無
朝
廷
科
降
銭
物
。
全
籍
務
場
入
納
茶
塩
等
銭
応
副
。
毎
歳
立
定
額
銭
一
千
二
百
万
賞
。
較
之
行

在
及
鎮
江
両
務
所
陸
歳
額
。
共
止
及
比
数
。

と
あ
り
、
ま
た
刑
法
一
松
永
約
・
開
鵡
三
年
ご
二

O
七
）
正
月
十
六
日
条
に

行
在
棺
貨
務
状
。
行
在
務
場
毎
歳
収
也
課
額
八
百
万
貫
。
応
副
左
蔵
酉
庫
。
就
支
大
軍
給
遣
及
朝
廷
封
椿
財
計
。
建
康
一
千
二
百
万
貫
。

脱？

鎮
江
四
百
万
賞
。
応
副
准
東
（
西
）
総
領
所
給
遣
屯
成
箪
馬
支
費
弁
解
発
上
供
封
橋
之
数
。
云
々
。

～巻一

と
あ
り
ま
た
李
首
伯
の
可
斉
払
主
五
再
辞
免
（
除
左
曹
，
L

米
准
西
総
領
）
状
の
一
節
に

如
建
康
大
軍
一
案
。
全
仰
塩
妙
。
歳
額
以
一
千
二
百
万
計
。
云
々
。

ム」占の
h
J
、
一
致
し
て
乾
道
六
年
の
立
制
閣
を
伝
え
て
い
る
。

三

准

漸

塩

の

歳

売

額

准
所
出
は
、
准
東
路
の
通
・
泰
・
楚
州
・
高
郵
軍
及
び
両
断
路
の
臨
安
・
平
江
・
紹
興
府
・
秀
・
温
・
明
・
台
州
で
生
産
さ
れ
て
い
る
が
、

年
聞
に
何
の
程
度
の
量
が
発
売
さ
れ
て
い
た
か
を
（
生
産
・
煎
買
の
額
で
は
な
い
）
検
討
し
て
み
る
。

ω
准

塩

最
初
に
銭
額
に
依
っ
て
見
る
と
次
表
の
よ
う
に
な
る
。

ωは
日
臨
浩
の
忠
穆
集
ヰ
上
辺
事
善
後
十
策
・
経
理
准
旬
と
食
貨
一
～
塩
法
・
紹
興
三

A
E
1
、

年
正
月
十
七
日
条
の
中
書
門
下
省
の
奏
議
と
に
拠
る
も
の
。
呂
願
浩
の
奏
は
要
録
U
，
紹
興
五
年
二
月
発
卯
条
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
其
処
に

。
。
。
0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

は
「
臣
賞
日
考
泰
州
塩
息
。
歳
産
千
四
五
百
縮
、
倍
於
二
新
」
と
あ
っ
て
、
忠
穆
集
の
「
臣
於
宣
和
元
年
任
太
府
少
卿
。
嘗
考
権
貨
務
入
納
。
大
率
推
南

。

。

。

。

路
入
納
。
歳
得
一
千
四
五
百
万
貫
。
前
東
西
歳
収
七
八
百
万
貫
」
と
云
う
の
と
違
っ
た
意
味
に
受
け
取
れ
る
危
険
が
み
の
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。

南
宋
時
代
の
准
新
塩
妙
法

一
一一



南宋時代の治相川塩紗法

乾道 紹和宣
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年年年年年年年 年

西
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七六六三三三一
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六 000  0五 O
高高蔦高貫高寛高寓賞
貿買貰貫 額

言己
(7) （日） (5) (4) (3) (2) (I) 

号

｜繋｜

一一ー一一

ωは
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
酪
一
総
論
国
朝
塩
沢
に
拠
る
も

の
で

旧
准
塩
怠
銭
入
百
余
万
縮
。
紹
興
初
。
穐
三
十
五
万

娼
而
己
。

と
ゐ
る
。
要
録
時
五
紹
興
元
年
十
二
月
辛
未
条
に

南
塩
息
。
歳
収
八
百
万
絹

Q

自
軍
興
治
南
道
梗
。
許
通
広

「
旧
准

塩
於
江
湖
諸
路
。
而
二
年
半
入
納
才
七
十
万
絹
」
と
伝
え
て
い
る
も
の
と
、
同
じ
資
料
に
拠
っ
た
歳
額
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
准
南
塩
の
み
で

な
く
広
塩
の
入
納
額
も
含
ま
れ
て
い
る
か
と
疑
は
れ
る
が
、
参
考
の
た
め
に
表
示
し
た
。
尚
「
旧
准
南
息
銭
」
が
何
時
の
統
計
で
あ
る
か
明
ら

a
r
F
I
’＼ 

か
で
な
い
。

ωは
要
録
似
／
紹
興
四
年
九
月
美
丑
条
に
中
審
舎
人
王
絵
が
金
国
と
の
和
議
を
論
じ
て
歳
幣
贈
与
と
領
土
剖
挫
と
を
比
較
し
た
処

に
出
る
も
の
で
、
当
時
の
実
収
額
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

ωの
要
録
一
定
紹
興
九
年
五
月
乙
丑
の
額
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
尚

ωに
は
「
今
塩
課
歳
入
一
千
二
百
余
万
緬
」
と
記
し
て
い
る

oω
は
食
貨
じ
塩
法
・
乾
道
元
年
十
二
月
十
人
日
条
で
、
原
文
は
「
准
南
歳
瓶
一
千

二
百
余
万
袋
。
－
承
・
楚
支
援
槽
十
之
ニ
。
而
通
・
泰
最
為
浩
翰
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
袋
が
絹
の
誤
り
な
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
尚
こ
の
記

事
は
准
東
塩
産
中
に
占
め
る
通
・
泰
州
の
地
位
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

ω仰
は
食
貨
巴
塩
法
・
乾
道
七
年
六
月
十
七
日
条
の
葉
衡
の
突

議
に
拠
る
も
の
。
六
年
の
詳
数
は
二
千
一
百
九
十
六
万
三
千
余
貰
で
あ
る
。
本
条
は
准
・
断
両
塩
を
歳
売
・
年
産
額
両
面
か
ら
比
較
し
、
尋
い

で
乾
道
五
年
額
に
従
っ
て
官
吏
の
孝
課
を
行
う
こ
と
の
批
判
に
及
ん
で
い
る
が
、

こ
れ
か
ら
見
て
乾
道
五
年
額
程
度
が
基
準
と
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
乙
の
額
が
北
宋
宣
和
元
年
の
そ
れ
を
梢
上
廻
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
し
、
ま
た
乾
道
六
年
の
三
務

場
課
額
が
南
宋
末
年
ま
で
動
い
て
な
い
こ
と
も
参
照
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
尚
こ
の
准
塩
の
収
入
額
が
財
政
的
に
持
つ
意
味
は
、
食
貨
雄
一
一
塩
法

・
淳
照
十
年
（
一
一
八
一
ニ
）
七
月
二
十
九
日
条
に



と
あ
る
の
と
前
節
で
考
説
し
た
処
と
を
参
照
す
れ
ば
自
ら
理
解
出
来
る
。

次
に
歳
売
額
を
塩
量
か
ら
検
討
す
る
。
ま
づ
塩
量
を
一
店
す
単
位
袋
・
石
・
斤
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
五
十
斤
U
一
石
、
六
石
H
一
袋
日

一
紗
（
大
紗
・
大
袋
）
の
関
係
が
南
宋
時
代
を
通
じ
て
守
ら
れ
て
い
て
問
題
は
な
い
。
但
広
南
塩
は
袋
の
替
り
に
鐘
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ

は
袋
の
三
分
の
一
日
百
斤
で
あ
る
。
叉
産
塩
地
州
郡
に
は
特
に
小
紗
（
袋
）
を
発
行
し
本
州
界
内
に
限
っ
て
販
売
を
許
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

毎
妙
H
U
六
十
斤
で
あ
る
。
資
料
的
に
は
准
祈
・
福
建
地
方
に
発
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
出
来
る
。
そ
こ
で
数
量
の
明
確
な
所
伝
を
表
示
す

る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

ωは
要
録
号
ハ
紹
興
二
年
十
二
月
甲
午
条
及
び
食
貨
一
～
塩
法
・
紹
興
三
年
十
月
十
一
日
条
に
拠
る
も
の
。

一

一

歳

売

塩

量

一

繋

年

－

西

暦

丁

I
l
l
i－
－

↓

I
l
l
i－
－

ー

よ

一

一

袋

数

一

石

数

一

紹
興
二
年
一
一
一
一
二
二
一
通
州
二
O
高

袋

一

一

廿

八

年

一

一

一

五

八

一

五

五

寓

災

一

一

乾
道
六
年
一
一
一
七
O

一

六

七

高

袋

一

一

端

平

二

年

一

一

二

三

五

一

六

五

寓

袋

一

一

荊
湖
北
路
塩
客
呉
伝
進
状
言
。
国
家
煮
海
之
利
。
以
三
分
為
率
。
准
東
居
其
二
。

言己

三
三
O
高
石

）
 

－
 

（
 

）
 。白

（
 

）
 

。。（
 

）
 

縄
住（
 

ωは
食

号

（賀

警六二
μ示～
八巻国
0一法
同 ・
年紹

員興
申十
条八

警年
。八
lこ 月
拠き
る同

も条

の
。
本
条
は
准
南
塩
年
産
額
の
縮
少
計
両
を
伝

F仁
左豆 ？こ
；二も
十の

聖閣支
ヲ1巳
問、．
'.:'.'.1'. れ

平 I乙

百
i¥ 
九
十
万
石

0

0

0

0

0

0

円
。
。
。

大
約
毎
歳
支
発
三
百
三
十
万
石
。
常
有
積
下
塩
三
四
十
万
石
。
今
回
一
応
諸
場
。
今
年
三
月
上
旬
終
。
共
有
見
在
散
塩
三
百
七
十
四
万
石
。

較
之
。
支
売
一
年
未
得
尽
組
。

と
あ
る
額
を
執
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
後
文
に
は

毎
歳
煎
買
塩
。
約
度
尚
有
三
百
三
十
万
石
上
下
。
如
毎
年
支
得
五
十
五
万
袋
。
庶
幾
支
買
相
当
。
若
及
得
六
十
万
袋
。
則
毎
年
可
以
帯
支

見
在
積
塩
三
十
万
石
。
会
計
十
年
以
上
方
得
帯
支
尽
絶
。

南
宋
時
代
の
准
斯
塩
紗
法

と
あ
り
、
六
十
万
袋
近
く
ま
で
達
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
尚
本
条
に
見
る
通
り
、
当
時
煎
買
額
H
年
間
買
上
額
（
従
っ
て
ま

一一一
一一



南
宋
時
代
の
准
漸
塩
妙
法

た
亭
戸
の
製
塩
額
）
が
年
間
販
売
額
を
遥
か
に
上
廻
っ
て
い
て
、
毎
年
三
四
十
万
石
の
余
剰
・
散
塩
を
生
じ
、
そ
の
累
積
が
三
百
七
十
四
万
石

一
三
四

（
リ
年
開
発
売
額
）
に
達
し
て
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
乙
の
過
剰
塩
の
処
理
は
南
宋
を
通
じ
て
深
刻
な
問
題
を
投
げ
た
ら
し
い
。
参

考
ま
で
に
准
塩
の
煎
買
額
を
表
示
し
て
み
る
と
次
の
通
り
で
紹
興
末
年
か
ら
乾
道
年
聞
を
通
じ
て
二
六
八
万
石
、
淳
照
に
入
っ
て
三
O
O万

石
更
に
三
回
O
万
石
と
増
加
さ
れ
て
い
る
が
、

竹
八
年

舟
二
年

乾
道
六
年

七
年

浮
照
十
一
年

十
三
年

一
一
五
八

一
一
六
二

一
一
七
O

一
一
七
一

一
一
八
四

一
一
八
六

買

歳
売
額
五
十
五
万
袋
・
三
百
三
十
万
石
よ
り
下
廻
っ
て
い
る
点
奇
異
な
感
じ
が
す
る
。

こ
の
矛
盾
は
右
の
紹
興
二
十
八
年
当
時
毎
年
三
十
万
石
売
っ
て
十
年

額

術
考

出
山
内
は
紹
興
三
十
二
年
微
を
朝
野
雑
記
に
依
る
外
は
、
総
べ

て
食
貨
塩
法
所
伝
の
も
の
で
あ
る
。

三？｜終
年年｜年

一一｜西

三三 1~
（泰泰｜煎

三三二二二三三州州
四 O六六六三八二－
0 0 八八八 00五三
高 高 高 高 高 閣 商 高 高
石石石石石石石石石

而
し

以
上
の
期
聞
を
掛
け
な
け
れ
ば
捌
き
切
れ
ぬ
旧
塩
が
あ
っ
た
と
云
う

事
実
ゃ
、
ま
た
食
貨
じ
塩
法
・
乾
道
六
年
正
月
二
十
三
日
条
に
も
、

提
挙
准
南
東
路
茶
塩
公
事
Am召
虎
言
。
准
東
路
塩
場
。
依
祖

酌

額
。
毎
年
煎
売
二
百
六
十
八
万
余
石
。
至
乾
道
五
年
終
。
積
下
散

塩
一
百
六
十
余
万
石
。
今
措
置
。
欲
於
積
下
限
塩
内
。
取
援

十
万
石
。
打
角
二
万
五
千
袋
。
均
下
行
在
井
建
康
両
権
貨
務
給

売
。
従
之
。

て
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
納
得
が
ゆ
く
。
是
後
乾
道
七
年
正
月
二
十
三
日
条
・
八
年
十
一
月
十
四
日
条
に
も
積
塩
の
帯
売
に
関
す
る
記
事
が
あ

と
あ
る
よ
う
に
、
依
然
故
塩
の
累
積
が
絶
え
ず
、
こ
れ
が
帯
売
さ
れ

り
、
遂
に
歳
買
額
に
増
し
た
淳
照
十
一
年
五
月
－
日
条
に
は
、

准
東
提
挙
趨
不
流
申
。
諸
場
見
在
散
塩
二
百
七
十
五
万
余
石
。
乞
権
依
額
。
毎
年
買
塩
三
百
万
。
候
発
地
積
塩
漸
見
次
第
。
却
不
拘
祖
額

収
買
。

あ
り
、
産
塩
量
の
増
加
に
応
じ
て
買
上
額
を
増
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
も
年
々
累
積
す
る
散
塩
の
処
理
を
付
け
ぬ
こ
と
に
は
叶
は
ず
、
苦
慮



慮
し
て
い
た
さ
ま
が
窺
え
る
。
政
府
と
し
て
は
、
発
売
量
に
合
せ
て
買
付
け
を
行
え
れ
ば
結
構
で
あ
る
が
、
そ
う
す
れ
ば
亭
一
戸
の
余
剰
塩
H
浮
塩

の
密
売
を
誘
発
し
、
或
は
亭
一
戸
の
生
活
を
脅
す
こ
と
と
な
り
、
逆
に
販
売
量
が
変
ら
ぬ
ま
ま
に
買
付
を
増
せ
ば
政
府
の
塩
場
経
営
の
収
支
の
均

衡
を
こ
わ
し
、
叉
積
塩
の
帯
売
な
ど
煩
雑
な
問
題
を
生
み
、
此
点
塩
法
上
の
困
難
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
私
塩
問
題
を
研
究
す

る
際
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
削
は
食
貨
じ
乾
道
七
年
六
月
十
七
日
条
。
詳
数
は
六
十
七
万
三
千
三
百
余
袋
で
あ
る
。

ωは
貌
了
翁
の
鶴

山
先
生
大
全
文
集
時
二
督
府
奏
陳
・
奏
乞
宣
諭
大
臣
趣
弁
行
期
十
二
月
十
一
日
に
拠
る
色
の
。
説
了
翁
の
都
督
就
任
は
端
平
二
年
（
宋
史
ヰ
凶

理
宗
紀
）
で
あ
る
。

(2; 

両

前

塩

准
東
塩
に
比
較
す
る
と
非
常
に
資
料
が
乏
し
い
が
、
例
に
よ
っ
て
表
示
す
る
と
、
歳
売
銭
額
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

比
較
の
為
め
に
准
南
路

宣
和
元
年

紹
興
十
二
年

乾

道

五

年
六
年

｝
一
一
九

一
一
四
二

一
一
六
九

一
一
七

O

八

O
O蔦
貫

主
六

O
世
間
賞

五

oot肉
質

五
O
一
一
肉
質

一

治

南

路

一

一

五

0
3

の
額
も
併
示
し
た
。
資
料
は
准
南
路
に
就
い
て
既
に
用
い

た
も
の
の
他
は
、
食
貨
一
一
塩
法
・
紹
興
十
二
年
六
月
一
日

年

一

西

暦

一

両

新

路

条
lこ

、
八

00高
貫

一
九
六
高
貫

摘
山
煮
海
之
利
。
祈
西
一
路
歳
入
七
百
万
絹
、
塩
利

居
五
之
四
。

と
あ
る
処
か
ら
算
出
し
た
も
の
五
六

O
万
貫
だ
け
で
あ
る
。
表
を
一
見
し
て
准
東
路
よ
り
懸
絶
し
て
少
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
製
塩
の
歳

買
額
は
、
紹
興
末
年
の
も
の
が
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
甲
集
問
一
総
論
国
朝
塩
焚
に
一
九
八
万
五
千
余
石
（
准
策
二
六
八
万
三
千
石
）
と
伝
え
ら

れ
、
乾
道
六
年
の
も
の
が
食
貨
巴
乾
道
七
年
六
月
十
七
日
条
に
一
九
七
万
余
石
（
准
東
二
六
八
万
三
千
余
石
）
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

は
、
向
上
条
に
、
乾
道
六
年
額
二

O
万
二
千
余
袋
（
准
東
六
七
万
二
千
三
百
余
袋
）
を
伝
え
る
の
み
で
あ
る
。

四

准

漸

塩

紗

法

歳
売
額

南
宋
時
代
の
准
漸
塩
紗
法

一
三
五



南
宋
時
代
の
准
漸
塩
妙
法

一
三
六

）
 

4
E
A
 

（
 

塩

妙

算

請

地

専
売
塩
を
商
販
す
る
者
は
、
先
づ
塩
紗
を
買
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
塩
紗
発
売
地
は
勿
論
三
権
貨
務
で
あ
る
が
、
三
務
が
等
し
く
准
断
塩

紗
一
般
を
売
る
の
で
は
無
く
、
分
担
が
あ
っ
た
。
食
貨
じ
塩
法
・
陸
奥
二
年
（
一
一
六
四
）
十
月
七
日
条
に

准
断
文
紗
係
三
務
場
分
定
州
府
給
売
。
内
行
在
売
通
・
泰
・
高
郵
寧
・
楚
・
秀
・
温
・
明
・
台
州
妙
。
（
酔
）
建
康
通
・
泰
州
・
高
郵
軍
・
楚
州
妙
。

（
酔
）
鎮
江
売
臨
安
・
平
江
・
紹
興
府
妙
。

と
あ
り
、
分
担
配
分
の
内
容
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
こ
の
配
分
が
何
時
始
ま
っ
た
か
問
題
に
な
る
が
、

向
上
・
乾
道
二
年
（
一
二
ハ

六
）
五
月
二
日
条
に

0

0

0

0

0

0

 

准
西
総
領
場
侠
言
。
鎮
江
府
務
場
給
売
街
妙
。
建
康
府
務
場
給
売
准
妙
。
行
之
三
十
余
年
。

と
あ
る
処
か
ら
逆
算
す
る
と
、
紹
興
七
年
（
一
一
三
七
）
以
前
に
始
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
三
務
場
が
出
揃
っ
た
の
が
紹
興
三
年
、
こ
れ
か
ら

七
年
ま
で
の
聞
に
出
来
上
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
職
宮
仁
建
置
沿
革
権
貨
務
都
茶
場
に
「
紹
興
五
年
。
詔
。
建
康
鎖
江
両
務
場
。
只
是
給
売
紗

引
」
と
あ
り
、
紹
興
五
年
に
茶
塩
妙
法
に
就
い
て
何
等
か
の
措
置
が
な
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
か
ら
、
こ
の
紹
興
五
年
頃
で
は
な
い
か
と
推
定
し

て
い
る
。

こ
の
最
初
の
制
度
に
改
制
が
加
え
ら
れ
る
の
は
開
龍
三
年
三
二

O
六
）
で
、
食
貨
店
同
年
正
月
二
自
殺
に

曲
目

其
行
在
・
建
康
両
務
所
売
准
妙
。
自
裁
日
終
。
令
行
在
専
売
真
州
妙
。
建
康
買
通
・
泰
川
高
郵
軍
妙
。
不
許
伯
前
交
互

G

と
あ
る
。
改
制
点
は
こ
れ
ま
で
行
在
・
建
康
両
務
で
共
通
に
売
っ
て
い
た
准
塩
紗
を
分
け
て
、
行
在
の
発
売
は
真
州
支
塩
畠
（
乾
道
二
年
設
置

ー
後
述
）
の
妙
に
限
り
、
建
康
が
其
他
の
准
塩
紗
を
売
り
、
今
ま
で
の
交
錯
状
態
を
改
め
た
点
で
あ
る
。
一
一
回
目
の
改
制
は
嘉
定
五
年
（
一
二

一一

一
二
）
で
、
食
貨
八
塩
法
・
同
年
二
月
十
四
日
の
勅
に
、

行
在
・
建
康
・
鎮
江
三
務
場
・
真
州
売
妙
司
。
自
三
月
一
日
為
始
。
並
照
自
来
定
例
入
納
。
行
在
務
場
用
金
・
銀
・
銭
・
会
。
建
康
務
場



交
・
会
・
見
銭
。
鎮
江
務
場
用
銭
・
会
。
真
州
売
紗
司
用
交
・
会
。

と
あ
り
、
真
州
売
紗
司
が
発
足
し
て
い
る
。
真
州
支
塩
倉
の
組
織
が
発
展
し
て
置
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
依
っ
て
行
在
の
真
州
紗

発売が罷められたことは疑いない。この改制は准南路の通貨即鉄銭泣鉄銭交子の対策として為吉れたもののようであるが、

これは別稿に論及している。ここで以上の結果を表示しておく。

真鎮建 行

州江康 ず£

窓司 務 務 務

場 場 場

臨通秀適
安－－－ 紹泰 温 泰
平 楚 ．． 興
江州明楚

五
・ ・州iFiJ 

年

興府妙組 両郵軍紗 台州妙原紗郵 lliU 

同 同 秀真紗州上 上 ・ 関
温 F事． 
明 一． 

年
」リ紗ロ、~I、 llill 

真 岡 同 秀
嘉

州紗 上上 ． 
温 定． 

'Jj: 

明台州 年

紗 ffiU 

尚
行
在
と
建
康
と
が
、
准
塩
紗
の
額
を
ど
ん
な
に
配
分
し
て
い
た
か
と
云
う
問
題
が
あ
る
が
、
食
貨
店
塩
法
・
紹
照
三
年
（
二
九
一
一
）

九

月
二
十
三
日
条
に

前
准
西
総
領
劉
頴
乞
。
将
塩
妙
許
商
貿
毎
袋
用
交
子
一
貫
。
計
四
十
八
万
貫
。
云
々
。

と
あ
る
処
か
%
り
す
れ
ば
、
建
康
の
発
売
袋
数
は
四
十
八
万
、
准
塩
総
数
六
十
万
袋
と
す
れ
ば
、
残
り
十
二
万
袋
が
行
在
発
売
分
と
な
る
。
こ
れ

は
関
一
一
胞
の
改
制
で
も
大
き
な
変
動
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
真
州
支
塩
（
屈
の
塩
量
は
准
塩
総
量
の
十
之
二
で
あ
る
か
ら
、

六
十
万
袋
と
す
れ
ば
矢
張
り
十
二
万
袋
で
同
様
で
あ
る
。

(2) 

実

塩

受

領

地

権
貨
務
で
算
請
し
た
塩
妙
に
見
合
う
塩
貨
が
支
払
は
れ
る
処
は
、
そ
の
塩
紗
が
指
定
さ
れ
た
産
塩
州
郡
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
塩
場
で
塩
を

南
宋
時
代
の
滋
漸
塩
妙
法

一
三
七



南
宋
時
代
の
准
漸
塩
妙
法

i¥ 

渡
す
方
法
と
本
州
の
支
塩
倉
で
渡
す
方
法
と
の
こ
つ
が
あ
り
、
両
者
何
れ
の
方
法
に
拠
る
か
は
時
期
に
依
り
ま
た
地
域
に
依
っ
て
変
佑
し
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
改
変
の
跡
を
詳
考
す
る
の
は
非
常
に
煩
雑
で
あ
る
の
で
、
本
項
で
は
両
制
の
長
短
を
述
べ
、
改
制
の
背
景
大
勢
を
見
る
に
止

め
た
い
o

ま
づ
南
宋
の
初
年
、
食
貨
巳
塩
法
・
建
炎
二
年
（
一
一
二
八
）
九
月
七
日
条
に

詔
。
東
南
塩
倉
未
支
塩
妙
数
多
。
留
滞
客
人
。
権
許
就
塩
場
。
依
自
来
資
次
支
請
。
限
半
年
依
旧
。
令
逐
州
塩
倉
官
。
前
去
就
場
支
接
。

と
あ
り
、
商
人
の
実
塩
支
払
い
の
要
求
に
応
じ
切
れ
ず
に
塩
紗
が
だ
ぶ
つ
い
た
時
、
半
年
の
期
限
を
付
け
て
塩
倉
支
払
か
ら
塩
場
支
払
い
に
切
換

え
て
い
る
。
そ
し
て
本
条
に
附
記
さ
れ
た
戸
部
尚
書
目
願
浩
の
意
見
を
み
る
と
、
「
北
宋
の
政
和
年
問
、
搭
帯
斤
重
の
弊

（
塩
紗
額
面
外
に
大

量
の
塩
を
与
え
、
密
か
に
商
旅
を
優
遇
す
る
）
を
除
く
た
め
、
塩
場
と
は
別
に
支
塩
倉
を
造
っ
て
此
処
で
紗
塩
の
支
払
い
を
行
い
、
塩
場
の
買
納

（
製
塩
買
上
）
塩
倉
の
支
発
（
支
払
）
と
業
務
を
分
離
し
た
が
（
所
調
隔
手
之
法
）
そ
の
結
果
塩
倉
官
吏
の
俸
給
・
塩
場
か
ら
塩
倉
ま
で
の
運

塩
費
が
か
さ
み
、
叉
運
塩
途
中
で
水
夫
が
塩
貨
を
倫
み
雑
物
を
混
入
す
る
等
欺
弊
を
生
じ
て
い
る
」
と
述
べ
、
兵
部
尚
書
慮
益
ち
亦
、
塩
倉
経

費
・
運
塩
受
納
に
伴
う
塩
省
人
吏
の
受
賭
・
運
塩
途
上
の
塩
貨
倫
盗
な
ど
が
原
因
と
な
っ
て
、
運
塩
が
遅
延
し
紗
塩
の
支
払
い
を
滞
ら
せ
て
い

る
と
述
べ
、
共
に
塩
場
に
監
官
一
員
を
増
し
て
其
処
で
隠
手
支
散
さ
せ
た
方
が
良
い
と
献
策
し
て
い
る
。
州
倉
の
沿
革
や
そ
の
長
所
・
歓
陥
が

分
る
が
、
右
に
挙
げ
ら
れ
た
弊
害
の
中
、
塩
倉
官
吏
俸
料
・
運
塩
費
は
、
塩
商
の
負
担
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
問
題
に
な
ら
ぬ
。
結
局
運
塩
が

遅
滞
し
て
商
人
が
足
止
め
を
喰
っ
て
い
る
点
が
根
本
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
建
炎
二
年
の
改
制
の
目
的
が
滞
紗
の
消
佑
の
促
進
に
在
っ
た

こ
と
か
ら
見
て
も
明
瞭
で
あ
る
。
即
ち
塩
の
生
産
が
需
要
を
賄
い
切
れ
ぬ
時
期
に
は
、
州
倉
支
払
い
は
一
世
骨
ku
卦
俳
じ
b
か
と
言
え
る
。
戦
乱

の
為
め
に
准
南
が
荒
廃
し
遂
に
闘
・
広
の
塩
を
紗
引
の
支
払
い
に
充
て
た
建
炎
時
代
、
建
炎
の
旧
紗
が
猶
た
ぶ
つ
い
て
い
て
塩
産
の
復
興
に
熱

意
を
注
い
だ
紹
興
初
年
時
代
に
は
、
塩
場
支
払
は
大
い
に
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
州
倉
復
活
の
背
景
を
み
る
と
、
食
費
一
～
塩
法
・
紹
興
二
十
七
年
（
二
五
七
）
十
二
月
二
十
五
日
条
に
、

上
諭
宰
臣
目
。
徐
林
奏
問
。
近
来
客
人
就
場
支
塩
。
多
有
不
便
。
至
有
毎
袋
搭
帯
出
八
十
斤
者
。
欲
復
置
官
倉
。
（
酔
）
卿
等
措
置
以
問
。



と
あ
り
、
結
局
こ
の
要
請
に
応
え
た
翌
二
十
八
年
三
月
十
八
日
の
准
東
提
挙
司
の
条
画
が
採
用
さ
れ
て
、

路
、
二
十
五
日
断
西
路
に
州
倉
を
復
活
し
て
い
る
（

1
3
0
准
東
提
挙
司
の
条
画
の
一
節
に
は
、

自
罷
州
支
塩
倉
。
各
就
場
支
発
。
其
間
場
分
迂
遠
。
客
人
難
於
般
請
。
及
諸
場
競
相
増
加
斤
数
。
軽
重
不
等
。
今
復
置
州
倉
。
不
唯
革
去

大
搭
斤
重
之
弊
。
叉
使
容
旅
般
請
通
快
。

こ
の
日
准
東
路
、

二
十
三
日
新
東

と
あ
り
、
交
通
条
件
の
悪
い
塩
場
が
他
場
と
競
争
し
て
商
買
を
誘
う
た
め
に
斤
重
搭
帯
を
始
め
、
そ
れ
が
諸
場
聞
に
蔓
延
し
て
非
常
な
弊
害
と

な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
改
め
る
た
め
に
も
、
叉
商
買
の
往
来
の
便
宜
を
謀
る
た
め
に
も
州
倉
復
活
が
望
ま
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
産

塩
が
増
し
て
需
要
（
H
妙
引
発
行
額
）
を
超
え
、
商
買
は
交
通
便
利
な
塩
場
に
集
中
し
、
塩
場
で
は
何
と
か
産
塩
を
消
却
し
よ
う
と
手
を
尽
し

て
客
旅
を
優
遇
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
に
は
、
塩
場
支
躍
は
額
外
支
発
を
呼
び
従
っ
て
権
貨
務
の
入
中
を
も
減
少
さ
せ
る
悪
法
に
変
る
わ
け

で
あ
る
。
紹
興
二
十
八
年
に
積
塩
の
処
理
が
問
題
と
な
っ
て
遂
に
准
塩
の
生
産
規
模
を
縮
少
し
た
こ
と
は
先
き
に
み
た
が
、
是
年
に
州
倉
が
復

置
さ
れ
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
塩
場
支
捜
と
州
倉
支
援
と
の
両
制
の
時
代
的
変
佑
に
就
い
て
見
て
も
、
紹
興
二
十
八
年
以
前
は

塩
場
支
撞
の
方
が
主
流
と
な
っ
て
お
り
、
以
降
で
は
原
則
と
し
て
州
倉
支
発
が
守
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

最
後
に
州
倉
に
関
し
て
特
筆
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
真
州
支
塩
倉
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
食
貨
「
）
塩
法
・
乾
道
元
年

（
一
一
六

五
）
十
二
月
十
八
日
条
に

臣
寮
言
。
准
南
歳
額
一
千
二
百
余
万
袋
。
承
・
楚
支
発
構
十
之
一
一
。
而
通
・
泰
最
為
浩
尚
。
今
承
楚
小
擾
。
於
通
泰
諸
場
固
自
無
害
者
。

若
不
従
権
措
置
。
徒
致
商
寅
不
行
。
望
下
提
挙
可
権
於
真
州
置
畠
。
将
通
泰
塩
綱
就
彼
出
卸
。
云
々
。

と
あ
り
、
准
東
沿
辺
の
承
・
楚
州
が
戦
乱
に
さ
ら
さ
れ
易
い
こ
と
を
考
え
、
真
州
に
支
塩
倉
を
造
っ
て
こ
こ
で
紗
塩
の
支
発
を
行
は
せ
る
こ
と

を
決
め
て
い
る
。
こ
れ
は
翌
二
年
に
完
成
し
、
通
泰
楚
州
産
塩
の
各
二
分
を
運
ん
で
売
る
こ
と
に
し
、
是
後
ず
っ
と
存
続
さ
れ
て
い
る
。

南
宋
時
代
の
治

運（3)

紗
法 准

祈
塩
の
行
販
地

九



南
宋
時
代
の
准
斯
塩
紗
法

四
0 

支
塩
倉
で
或
は
塩
場
で
受
け
た
塩
は
何
処
で
売
ら
れ
る
か
。
北
宋
時
代
の
東
南
塩
行
販
地
は
准
南
・
両
断
・
湖
南
北
・
江
東
西
の
所
謂
東
南

王

口

、

。

巻

五

六
路
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
南
宋
で
も
変
ら
ず
、
新
た
に
京
酉
路
カ
カ
え
ら
れ
て
L
る
要
録
医
紹
興
二
年
五
月
丁
亥
条
に

。
。
。
。

初
宣
撫
処
置
使
張
波
。
以
准
塩
未
通
乃
通
大
寧
塩
於
一
尽
西
・
湖
北
。
至
是
秦
櫓
聞
其
事
。
下
堂
帖
禁
之
。
其
後
波
復
通
萄
塩
於
荊
南
。
詔

不
許
。

と
あ
り
、
中
央
の
塩
利
収
入
を
確
保
す
る
た
め
に
、
京
西
・
湖
南
北
方
面
を
惟
塩
行
販
地
に
固
執
し
て
い
る
が
、
同
書
一
世
八
紹
興
五
年
三
月
辛

己
条
で
は

詔
。
販
准
断
塩
至
荊
湖
州
軍
。
如
願
般
牲
裏
陽
府
路
者
聴
従
便
。
京
酉
旧
東
北
塩
地
分
。
至
是
始
通
君
。

と
あ
り
、
正
式
に
京
西
路
を
推
断
塩
地
分
に
編
入
し
て
い
る
。

ω
推
断
塩
の
販
売
手
続
・
合
同
法

本
項
で
は
以
上
の
結
果
を
参
照
し
な
が
ら
塩
紗
算
請
か
ら
塩
貨
販
売
ま
で
の
過
程
を
考
え
る
。

先
づ
算
紗
地
の
権
貨
務
で
は
、
食
貨
一
～
塩
法

・
紹
興
四
年
六
月
二
十
三
日
条
に

。
。
。
。
。
。
。

（
責
州
団
練
副
使
）
孟
授
。
為
令
幹
当
人
作
客
人
李
俊
名
姓
。
於
梧
州
買
官
塩
。
云
々

と
あ
り
、
ま
た
同
七
月
四
日
条
に

。
。
。

従
来
多
是
有
官
蔭
豪
富
之
家
。
立
客
名
前
去
算
請
。
即
無
阻
節
禁
約
明
文
。

泊、

と
あ
る
よ
う
に
、
算
妙
高
人
の
姓
名
を
登
録
会
せ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
は
北
宋
時
代
か
ら
行
は
れ
て
い
る
こ
と
で
、
職
官
一
お
瓢

テ

ニ

ノ

「
立
；
塩
紗
上
客
人
王
安
姓
名
一
将
売
抄
銭
員
絹
」
の
罪
で
処
罰
さ

降
官
・
慶
歴
七
年
二
月
二
日
条
に
前
知
宣
州
誼
宗
道
と
云
う
人
物
が
、

れ
て
お
り
、
ま
た
食
貨
に
塩
法
・
崇
寧
二
年
十
二
月
十
四
日
条
に
は

チ

白
置
籍
。
具
注
毎
道
姓
名
・
字
号
。
候
得
報
給
レ
塩
紗
盟
詑
♀
鉛
注

d

一お々
。



と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
で
は
、
塩
紗
面
に
も
算
請
者
の
姓
名
が
記
入
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
が
後
日
回
収
主
れ

た
紗
引
を
発
行
台
帳
に
照
合
し
て
欺
弊
の
有
無
を
検
察
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
瞭
で
あ
る
。
乙
の
事
は
諸
他
の
政
府
手
形
類
一

般
の
発
行
に
も
見
ら
れ
る
現
象
で
、
例
え
ば
便
銭
公
拠
な
ど
も
、
慶
元
条
法
事
類
一
一
一
－
一
財
用
門
・
上
供
・
倉
庫
式
に
あ
る

「
起
発
上
京
供
年
額

銭
物
状
」
即
上
供
銭
物
会
計
報
告
書
式
の
銭
の
項
目
中
に

具
准
某
毎
月
日
某
処
某
字
号

若
干
。
支
還
客
人
便
銭
・
・
・

公
拠
支
還
客
人
某
姓
名
便
銭

と
あ
る
よ
う
に
、
同
様
に
処
理
さ
れ
て
い
る
。

算
請
し
た
塩
妙
（
こ
れ
は
後
述
随
塩
文
引
に
対
し
て
客
算
文
引
と
す
む
が
、
支
塩
地
に
持
ち
込
ま
れ
る
と
、
書
記
紹
興
四
年
七
月

四
日
条
に
、

即
今
塩
場
。
毎
袋
並
三
百
斤
省
則
為
定
。
拠
到
場
月
日
・
時
辰
。
理
使
資
次
支
給
。
別
無
ー
誠
一
越
u

と
あ
り
、
ま
た
聞
記
建
炎
四
年
四
月
十
四
日
条
に

客
人
投
下
紗
引
。
許
存
留
塩
紗
在
塩
倉
場
。
理
定
資
次
。
給
引
付
客
。
照
会
請
塩
。

と
あ
る
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
到
着
月
日
時
聞
に
従
っ
て
資
次
H
支
払
順
序
が
決
め
ら
れ
証
票
（
随
塩
文
引
）
が
与
え
ら
れ
そ
れ
に
拠
っ
て
実

塩
が
渡
さ
れ
る
。
受
取
っ
た
塩
は
、
推
断
塩
地
分
内
の
州
郡
を
指
定
し
て
其
処
で
販
売
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
随
塩
文
引
が
伴
っ
て
い
て
、
携

帯
す
る
塩
貨
が
私
塩
で
な
い
こ
と
を
証
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
食
貨
一
～
紹
興
三
年
八
月
二
十
五
日
条
に

若
是
転
買
客
人
官
塩
。
自
有
文
引
随
塩
照
験
。
雄
売
不
尽
斤
数
。
亦
合
批
撃
文
引
ω

於
別
州
県
住
売
処
為
溜
。
若
無
文
引
。
即
是
私
版
分

明

と
あ
り
、
同
二
年
四
月
二
十
三
日
条
に
、

客
人
請
出
官
塩
。
因
水
火
蕗
賊
駿
失
随
塩
文
引
。
依
条
自
陳
召
保
。
再
行
請
買
。

南
宋
時
代
の
稚
拙
削
塩
紗
法

四



南
宋
時
代
の
潅
漸
塩
紗
法

四

と
あ
る
。
他
方
塩
場
に
投
下
さ
れ
た
塩
紗
は
、
食
貨
一
～
紹
興
元
年
十
月
十
九
日
条
に

令
塩
場
。
将
支
抹
詑
塩
妙
。
限
当
日
撒
申
主
管
司
。
本
司
類
索
。
候
押
蹴
簿
官
到
彼
。
即
時
交
付
押
因
。

と
あ
る
よ
う
に
、
当
州
の
主
管
塩
事
司
を
通
じ
て
押
合
同
号
簿
官
に
よ
っ
て
中
央
植
貨
務
に
回
収
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
過
程
で
併
せ
て
問
題
と
な
る
の
は
合
同
法
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
合
同
の
操
作
手
続
に
立
入
っ
て
販
売
過
程
を
再
考
す
る
。

退
窟
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
塩
山
紗
の
理
解
に
と
っ
て
も
、
又
諸
他
の
政
府
発
行
の
手
形
類
の
理
解
の
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
。
先
づ
職
官
一
一
両

部
に
茶
塩
妙
法
に
倣
っ
た
度
牒
の
合
同
法
の
解
説
が
あ
り
理
解
が
容
易
で
あ
る
の
で
こ
れ
ら
見
る
と
、
建
炎
三
年
八
月
十
三
日
条
の
註
に
、

令
礼
部
。
依
倣
茶
塩
妙
法
。
如
遇
給
降
諸
州
軍
度
牒
等
。
並
用
簿
題
写
手
本
料
例
・
字
号
。
於
綾
紙
後
別
用
朱
印
合
同
。
降
付
逐
路
転
連

司。

と
あ
り
、
ま
た
続
い
て
十
六
日
条
に

改
用
新
法
度
牒
。
今
降
半
印
合
同
号
簿
。
付
給
降
路
分
転
運
司
。
照
験
書
填
。

と
あ
り
、
ま
た
紹
興
元
年
七
月
六
日
条
の
註
に

行
在
見
給
降
空
名
度
牒
。
係
絹
紙
打
背
。
礼
部
長
・
調
部
郎
官
繋
街
押
字
。
面
用
調
部
印
。
背
後
郎
官
繋
街
押
字
。
用
左
右
司
回
。
及
随

度
牒
公
拠
用
半
印
合
同
。
井
用
半
印
合
同
号
簿
。
給
付
降
州
軍
。

と
あ
る
。
即
ち
度
牒
販
売
に
当
つ
て
は
、
礼
部
に
於
い
て
、
制
発
行
す
る
度
牒
の
料
例
・
字
号
を
原
簿
に
控
え
て
度
牒
紙
背
と
原
簿
と
で
割
印

を
押
す
。
肘
ま
た
別
に
随
度
牒
公
拠
と
合
同
号
簿
と
を
造
り
、
両
者
を
突
き
合
せ
て
割
印
を
押
し
勘
合
（
U
半
印
合
同
）
の
用
意
を
す
る
。
川
w

合
同
号
簿
は
度
牒
を
降
付
す
る
路
の
転
運
司
に
与
え
て
お
き
、
随
度
牒
公
拠
は
行
在
で
度
牒
を
請
買
す
る
商
買
に
与
え
る
。
同
商
人
か
ら
度
牒

勾

を
転
買
し
た
人
は
度
牒
と
随
皮
牒
公
拠
と
を
携
え
て
転
遥
司
庁
え
行
、
喝
さ
、
合
同
の
後
本
人
の
姓
名
其
他
必
一
安
事
項
を
反
牒
に
書
込
む
等
の
手
続

き
が
踏
ま
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
次
に
度
牒
算
請
の
時
、
行
在
で
指
定
し
た
販
売
地
に
来
て
買
手
が
無
か
っ
た
り
、
或
は
価
格
が
安
か
っ
た



り
し
た
場
合
、
商
人
は
更
に
別
路
州
郡
を
指
定
し
て
転
売
す
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
（
翻
改
と
称
す
）
そ
の
手
続
は
建
炎
一
二
年
八
月
十
六
日
条
に

同
相
聞
肋
附
綱
引

如
翻
一
一
改
別
路
州
箪
一
。
即
令
本
司
。
於
度
牒
背
後
。
分
明
直
謹
書
写
某
年
月
日
勘
験
得
別
無
虚
偽
。
用
印
官
押
字
。
白
出
給
公
拠
井
摺
角

迎

。
。
。
。
。
。

質
封
処
牒
付
客
人
。
賓
執
前
去
。
所
指
州
軍
照
験
番
損
。
如
敢
私
椋
。
並
依
客
人
私
析
翻
改
茶
引
法
断
罪

a
 

と
あ
る
よ
う
に
、
最
初
指
定
し
た
路
の
転
運
司
庁
え
持
参
し
て
勘
合
の
後
、
度
牒
紙
背
に
真
物
で
あ
る
こ
と
の
印
記
を
受
け
、
更
に
指
定
州
軍

に
宛
て
た
随
度
牒
公
拠
（
半
印
）
と
摺
角
実
封
逓
牒
（
封
献
し
た
半
印
）
と
を
受
け
、
こ
れ
を
携
帯
し
て
目
的
地
に
向
う
と
さ
れ
て
い
る
。
更

に
翻
改
を
重
ね
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

今
度
は
己
上
の
諸
関
係
を
念
頭
に
置
い
て
塩
紗
の
合
聞
を
考
察
し
よ
う
。
宋
史
唯
一
一
一
食
貨
肝
塩
中
・
准
南
塩
・
政
和
三
年
条
に
詳
記
さ
れ
た

察
京
の
合
同
法
に
拠
っ
て
考
え
る
と
、

合
同
号
簿
。
嚢
二
十
則
以
一
析
。
験
合
同
逓
牒
給
商
人
外
。
東
南
末
塩
諦
場
伯
給
紗
引
号
簿
。
有
欲
改
指
別
場
者
。
並
批
鋪
号
簿
及
紗
引
。

ニ

ホ

白
用
合
同
逓
牒
報
所
指
処
。
給
随
塩
引
即
日
支
塩
。
関
所
指
籍
記
。
中
路
改
指
者
倣
此
。
其
引
離
納
阪
以
一
年
。
有
故
展
母
得
踊
半
年
。

限
寛
塩
未
全
答
者
。
理
引
以
見
塩
籍
子
官
。
止
聴
驚
其
処
。
母
得
翻
改
。

と
あ
る
。
刊
は
先
述
随
皮
牒
公
拠
と
合
同
競
簿
と
の
半
印
合
同
と
同
様
で
あ
る
。
資
料
的
に
は
食
貨
に
塩
法
・
淳
照
元
年
六
月
四
日
条
の
「
算

請
正
額
塩
紗
。
皆
先
差
官
発
合
同
意
得
。
佐
主
管
司
。
侠
客
川
八
勘
合
舗
塩
」
や
、
同
院
崇
寧
二
年
十
二
月
十
四
日
条
の
「
今
修
立
末
塩
紗
合
同

帝

牒
。
監
官
面
動
史
人
摺
角
実
封

U

書
字
用
印
。
給
付
客
人
。
今
自
粛
前
去
」
が
参
考
に
な
る
。
制
東
南
諸
塩
場
に
は
合
同
号
簿
の
外
に
、
紗
引

n
 

号
簿
H
H
妙
引
字
号
の
一
覧
簿
を
送
付
し
、
別
場
の
塩
を
受
け
た
い
と
希
望
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
紗
引
号
簿
と
紗
引
と
に
其
旨
を
記
入
し
合
同
逓

牒
を
発
行
し
て
指
定
塩
場
に
宛
て
る
。
付
随
塩
文
引
を
給
し
そ
れ
に
拠
っ
て
実
塩
を
与
え
た
ら
、
商
人
に
販
売
州
郡
を
指
定
さ
せ
、
其
処
に
宛

て
て
文
引
を
封
繊
し
合
同
牒
を
給
す
る
。
伺
販
売
の
途
中
で
更
に
別
（
路
）
州
郡
に
移
ろ
う
と
希
望
す
る
者
（
翻
改
）
の
扱
い
も
こ
れ
に
准
ず

る
。
附
随
塩
文
引
の
有
効
期
限
は
一
ヶ
年
、
延
期
は
半
年
を
限
度
と
す
る
。
期
限
が
終
れ
ば
、
翻
改
を
許
さ
ず
現
在
州
郡
で
売
ら
せ
る
。
と
な

南
宋
時
代
の
海
漸
塩
紗
法

四



南
宋
時
代
の
池
山
間
塩
紗
法

一
四
四

る
。
最
後
に
村
一
明
刷
の
補
促
を
兼
ね
て
塩
の
販
売
（
日
住
売
）
に
就
い
て
検
討
し
て
お
く
と
、
食
貨
点
紹
興
三
年
五
月
十
五
日
条
に

今
後
鎮
市
及
郷
村
・
噛
弁
・
州
県
在
城
所
売
塩
貨
。
並
令
税
務
。
穐
客
人
資
ニ
到
塩
引
一
乞
下
験
ニ
封
引
｝
住
売
品
。
並
即
時
於
引
上
用
騨
造
大

封

引

字
印
子
。
種
己
於
某
年
月
日
酷
引
酷
封
・
於
某
処
住
売
。
官
親
押
字
。

と
あ
り
、
塩
商
が
到
着
す
る
こ
、
当
地
の
税
務
が
岡
塩
文
引
の
封
記
・
文
引
の
記
載
を
検
べ
て
後
、

6

「
己
で
に
某
年
月
日
に
於
い
て
封
を
験
し

引
を
験
し
、
某
処
に
於
い
て
住
売
す
」
と
云
う
宮
田
を
押
し
て
署
名
し
販
売
さ
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
別
州
軍
に
翻
改
す
る
場
合
は
、
紹
興

三
年
八
月
二
十
五
日
条
に

雄
売
不
尽
斤
数
。
亦
合
批
墾
元
引
。
於
別
州
県
住
売
処
為
患
。

と
あ
る
よ
う
に
、
塩
貨
と
文
引
と
を
再
び
税
務
へ
持
参
し
て
、
売
れ
残
り
の
塩
量
を
文
引
に
印
記
し
封
械
し
て
も
ら
い
別
州
軍
に
移
っ
て
い
る
。

販
売
は
消
費
者
及
び
鋪
戸
・
牙
人
の
双
方
を
相
手
に
行
は
れ
て
い
る
。
消
費
者
相
手
の
販
売
は
、
食
貨
む
隆
一
興
二
年
二
月
六
日
条
に
「
湖
南
人
一
円
。

少
欠
客
人
塩
銭
。
帆
敢
折
人
男
女
充
奴
熔
」
と
あ
り
、
楼
舗
の
攻
説
集
縫
］
知
復
州
張
公
墓
誌
銘
に
「
鹿
元
四
年
赴
都
（
慨
）
（
榊
）
富
商
歳
首
以
葱
陪

貸
民
。
秋
取
民
米
。
大
幅
梱
載
而
去
」
と
伝
え
て
お
り
、
鋪
戸
・
牙
人
相
手
の
取
引
は
、
食
貨
一
一
一
茶
法
・
紹
興
三
年
八
月
七
日
条
に
、

客
人
般
販
茶
塩
到
住
売
処
。
欲
用
牙
人
貨
売
者
。
合
依
立
定
係
籍
第
三
等
戸
充
牙
人
交
易
。
如
願
不
用
牙
人
。
自
与
鋪
戸
和
議
出
売
。
或

情
願
委
託
熟
分
之
人
作
牙
人
引
領
出
売
者
。
即
合
依
政
和
四
年
十
二
月
二
十
四
日
朝
旨
。
聴
従
客
便
。

と
あ
り
、
牙
人
仲
介
販
売
・
対
鋪
一
戸
直
接
取
引
・
委
託
販
売
な
ど
の
形
が
記
き
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
取
引
で
は
塩
貨
と
共
に
随
塩
文
引
が
受

渡
し
さ
れ
た
こ
と
は
食
貨
た
紹
興
三
年
八
月
二
十
五
日
条
に
「
若
是
転
買
客
人
宮
塩
。
自
有
文
引
随
塩
照
験
」
と
あ
る
処
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
。
実
塩
を
売
払
っ
て
仕
舞
っ
て
後
の
随
塩
文
引
は
当
地
の
官
庁
え
送
納
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
仲
々
守
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
食
貨
に
建
炎
三
年
三
月
四
日
条
に
、

。
。
。
。
。
。

商
頁
紗
塩
所
上
州
県
所
産
処
。
更
不
批
撃
長
引
。
売
絶
亦
不
依
限
撤
納
。
転
用
往
復
興
販
私
塩
。



一一

と
あ
り
、
同
八
淳
照
七
年
七
月
二
十
一
日
条
に
、

比
年
郡
邑
之
問
。
給
版
梼
而
臨
時
塩
者
数
十
家
。

一
歳
之
間
以
住
紗
聞
於
富
者
三
回
。

と
あ
る
。
そ
し
て
鋪
戸
・
牙
人
の
許
に
留
め
ら
れ
た
随
塩
文
引
（
H
住
売
紗
）
は
建
炎
三
年
条

Et－
日
う
よ
う
に
私
塩
販
売
の
抜
穴
と
な
っ
て
い

た
。
食
貨
記
紹
興
三
年
正
月
二
十
一
日
条
に

私
版
之
人
。
若
不
因
牙
人
招
誘
和
弥
酌
t
F
。
即
無
縁
破
貨
。
（
榊
）
欲
望
朝
廷
詳
酌
。
将
z
牙
人
停
一
一
蔵
接
い
引
私
塩
一
。
与
犯
人
一
等
科
罪
。

ガ

ヲ

王

テ

ニ

ス

ル

ヲ

と
あ
り
、
ま
た
同
一
支
法
・
紹
興
四
年
三
月
十
六
日
条
に
も
「
牙
人
接
レ
引
。
貨
一
一
売
私
塩
一
」
の
賞
罰
を
定
め
て
い
る
が
、
「
接
引
私
塩
」

或
は
「
接
引
貨
亮
私
塩
」
が
、
既
に
官
塩
を
売
却
し
た
後
随
塩
文
引
の
額
面
に
見
合
う
量
の
私
塩
を
買
入
れ
、
官
塩
と
偽
装
し
て
販
売
す
る
こ

と
言
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

（

5
）
 

塩
紗
の
発
売
価
格

川
刊
紗
面
銭

権
貨
務
の
塩
紗
発
売
価
格
を
初
め
て
伝
え
て
い
る
の
は
、
食
貨
一
～
塩
法
・
紹
興
四
年
正
月
五
日
条
で

詔
。
権
賀
務
見
亮
治
世
田
紗
。
毎
袋
於
一
紗
面
上
添
鏡
三
貫
文
告
。
通
計
二
十
一
貫
文
。
（
酔
）
是
歳
九
月
。

以
入
納
遅
細
。
減
所
添
鏡
三

貫
。
依
旧
作
一
十
八
買
文
。

と
あ
り
、
紹
興
四
年
（
二
三
四
）
以
前
は
十
八
貫
品
、
是
年
正
月
か
ら
九
月
ま
で
二
十
一
貫
争
、
此
韓
再
び
十
人
貰
争
、
と
伝
え
て
い
る
。
こ

の
価
格
は
乾
道
元
年
（
一
一
六
五
）
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
る
。
例
を
挙
げ
る
と
、
食
貨
一
一
塩
法
・
紹
興
三
十
一
年
四
月
廿
二
日
条
に

主
限
一
月
。
許
客
鋪
入
納
毎
五
袋
加
鏡
一
袋
。
本
務
合
納
正
鏡
・
通
貨
銭
共
一
十
七
貫
三
百
文
。
並
与
全
行
免
納
。
以
為
優
潤
。
其
建
康

・
鎮
江
権
貨
務
。
侯
今
降
指
揮
到
日
。
理
限
加
韓
。

南
宋
時
代
の
准
新
塩
妙
法

一一四五



南
宋
時
代
の
准
漸
塩
紗
法

一
四
六

と
あ
り
、
五
袋
を
算
請
す
る
毎
に
一
袋
を
加
え
、
且
そ
の
価
格
正
銭
・
通
貨
銭
計
十
七
貫
三
百
文
を
免
除
（
即
ち
無
償
配
布
）
し
て
商
人
を
優

遇
し
た
と
伝
え
、
降
っ
て
隆
輿
二
年
（
一
二
ハ
四
）
十
月
七
日
条
に
ま
た

。

伊

若
客
人
於
鎮
江
算
譜
妙
一
袋
。
合
納
正
銭
・
通
貨
銭
一
十
七
貫
六
百
文
足
。
只
用
銀
五
両
三
銭
。
毎
両
官
価
三
貫
三
百
文
入
中
。
其
市
直

只
三
貫
文
。
入
中
其
市
価
収
買
。
毎
袋
轟
銭
一
貫
五
百
文
。
云
々
。

と
あ
り
、
正
銭
・
通
貨
銭
十
七
貫
六
百
文
足
と
し
て
い
る
。
先
づ
三
百
と
六
百
と
の
違
い
が
問
題
で
あ
り
、
或
は
こ
れ
は
行
在
（
前
者
）
と
鎮

江
（
後
者
）
と
で
政
府
の
商
人
に
対
す
る
優
遇
の
度
合
が
違
っ
て
い
た
た
め
に
生
じ
た
現
象
か
と
も
疑
は
れ
る
が
、
し
か
し
政
府
の
商
人
優
遇

お

は
紗
価
額
面
で
は
な
く
、
そ
の
支
払
手
段

l
l金
・
銀
・
銭
・
関
子
・
会
子
の
品
搭
率
を
変
え
る
こ
と
に
依
っ
て
行
は
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の

推
測
は
当
ら
な
い
。
そ
こ
で
三
・
六
何
れ
か
が
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
が
、
隆
輿
二
年
条
の
刷
に
従
っ
て
検
算
す
る
と
、
銀
五
両
三
銭
の
価
は
十

七
貫
四
百
九
十
文
と
な
る
。
十
七
貫
六
百
文
足
よ
り
百
拾
文
の
不
足
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
条
が
現
行
制
度
の
利
害
を
論
ず
る
の
に
必
要
な
限

り
の
概
算
を
し
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
文
に
銀
の
市
価
と
比
較
す
れ
ば
毎
袋
一
貫
五
百
文
の
利
得
が
あ
る
と
言
っ
て
、
唯
銀
五
両
分
の

利
得
の
み
挙
げ
て
い
る
点
明
ら
か
に
概
算
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
検
算
か
ら
み
れ
ば
恐
ら
く
六
が
正
し
く
、
三
は
六
が
見
誤
っ
て

写
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
毛
筆
の
く
ず
れ
た
書
体
の
六
は
三
に
見
誤
ら
れ
易
い
も
の
で
あ
る
。
そ
乙
で
正
銭
・
通
貨
銭
計
十
七
貫
六
百
文
足

を
検
算
す
る
と
、
当
時
の
通
貨
銭
は
五
買
で
あ
る
か
ら
、
十
八
貫
と
合
せ
て
二
十
三
貫
省
、
こ
れ
を
当
時
の
慣
例
七
十
七
文
省
陪
に
拠
っ
て
換

算
す
る
と
、
十
七
貫
七
百
十
文
足
と
な
り
、
大
体
の
近
似
値
を
得
る
。
実
際
の
発
売
価
格
よ
り
も
見
銭
の
省
陪
慣
例
に
依
っ
て
算
出
し
た
足
銭

額
の
方
が
大
き
く
な
る
の
は
何
故
か
、
百
十
文
と
云
う
誤
差
は
績
官
権
貨
務
の
妙
価
検
算
の
そ
れ
と
一
致
す
る
が
、
こ
れ
に
は
何
か
事
情
が
あ

る
の
か
ど
う
か
は
解
決
に
苦
し
む
処
で
後
考
に
倹
つ
外
は
な
い
が
、
兎
角
妙
面
価
格
十
人
貫
省
が
堅
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
扮
れ
な
く
認

め
ら
れ
よ
う
。

乾
道
元
年
（
一
一
六
五
）
の
改
価
は
、
食
貨
一
一
塩
法
・
周
年
九
月
十
五
日
条
に
、



奇

臣
寮
言
。
三
権
貨
務
毎
年
客
鋪
葬
請
塩
妙
。
毎
袋
合
納
銭
一
十
七
貫
有
国
布
。
欲
毎
袋
添
銭
三
貫
文
。

と
あ
り
、
続
い
て
翌
二
年
十
一
月
一
日
詔
に
、

給納
売
塩
妙
所
添
銭
三
貫
。
永
為
成
法
。
云
々
。

と
あ
り
、
三
貫
省
吾
増
し
て
い
る
。
旧
価
と
合
せ
て
二
十
六
貫
省
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
尚
元
年
条
に
一
一
一
口
う
「
十
七
貫
有
意
己
が
誤
り
で
あ

る
こ
と
は
、

こ
の
前
年
が
十
七
貫
六
百
文
足
の
価
で
あ
る
こ
と
か
ら
明
瞭
で
あ
る
。
そ
し
て
是
年
以
降
は
、
食
貨
塩
法
・
開
詰
元
年
五
月
一
日

条
に
、
前
年
の
嘉
泰
四
年
（
一
二

O
四
）
四
月
一
日
か
ら
権
貨
務
の
入
納
銭
二
質
文
を
減
ら
し
て
い
た
の
を
是
時
旧
に
戻
し
た
と
伝
え
ら
れ
て

お
る
外
、
別
に
紗
価
改
正
の
動
き
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

判

通

貨

銭

今
考
察
し
た
よ
う
に
、
権
貨
務
が
臨
紗
を
売
る
時
に
は
正
銭
（
紗
面
銭
）
の
外
に
「
通
貨
銭
」
が
一
様
に
徴
収
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ど

ん
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
言
葉
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
「
塩
貨
を
通
じ
る
代
償
と
し
て
附
加
す
る
銭
」
の
よ
う
に
取
れ
る
が
、
全
く

こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
良
い
よ
う
で
あ
る
。
広
南
塩
関
係
の
記
述
で
、
食
貨
店
淳
一
眼
九
年
二
月
九
日
条
の
一
節
に
、

東
客
販
塩
入
西
路
者
。
既
納
通
貨
銭
。
西
客
改
指
東
塩
者
。
亦
不
可
不
納
通
貨
銭
。
一
百
々
。

と
あ
り
、
広
南
東
路
の
塩
を
西
路
に
入
っ
て
売
る
者
、
西
路
よ
り
東
路
に
入
る
者
の
双
方
か
ら
通
貨
銭
を
徴
収
し
た
こ
と
を
記
し
て
お
る
が
、

そ
の
根
拠
は
十
年
三
月
五
日
条
の
一
節
に
、0

0

0

0

0

0

0

0

 

紹
興
二
十
五
年
。
国
広
東
申
請
。
通
貨
塩
入
西
路
。
毎
籍
額
通
貨
銭
七
百
文
。
補
助
西
路
歳
額
。
縁
此
西
路
歳
額
大
面
。
云
々

と
あ
る
よ
う
に
、
他
路
の
貨
塩
を
通
じ
る
こ
と
に
拠
っ
て
生
ず
る
本
路
塩
競
売
額
の
臨
損
を
補
償
さ
せ
る
点
に
在
る
。
従
っ
て
、
十
三
年
九
月

一
一
日
条
に
、

昨
来
両
路
通
行
客
妙
。
東
塩
入
西
竪
台
。
毎
緯
収
通
貨
銭
七
百
文
o

（
桝
）
今
既
併
司
。
不
当
更
分
東
西
路
。
所
有
上
項
通
貨
銭
。
乞
特
与

高
宋
時
代
の
滋
斯
塩
妙
法

一
四
七



南
宋
時
代
の
治
相
m塩
妙
法

免
収
。

一
四
八

と
あ
る
よ
う
に
、
東
西
の
行
塩
地
界
が
撤
廃
さ
れ
る
と
自
然
徴
収
の
根
拠
も
消
失
す
る
わ
け
で
あ
る
。
建
炎
四
年
二
月
十
九
日
に
、
准
南
が
戦

火
に
さ
ら
さ
れ
て
准
断
塩
紗
の
実
塩
支
払
が
不
足
し
た
時
、
権
宜
に
福
建
塩
を
引
当
て
て
こ
れ
を
江
斯
荊
湖
方
面
に
売
ら
せ
、
通
貨
銭
三
貫
文
を

徴
し
て
い
る
の
も
右
と
同
規
で
あ
る
。
食
貨
戸
塩
法
・
建
炎
元
年
十
一
月
二
十
一
日
条
に
、

0

0

0

0

0

 

若
客
人
願
販
准
塩
入
東
北
塩
地
分
相
兼
貨
売
者
聴
。
毎
袋
加
納
借
路
銭
（
二
貫
）
。

と
あ
る
が
、
己
上
で
み
た
通
貨
銭
は
借
路
銭
と
称
し
た
方
が
実
体
に
ぴ
っ
た
り
す
る
よ
う
で
あ
る
。

正
銭
と
併
せ
て
一
様
に
徴
収
さ
れ
て
お
る
し
、
而
も
こ
れ
が
他
塩
の
界
分
に
販
入
さ
れ
た
形
跡
も
な
い

が
、
ど
う
理
解
し
た
ら
良
い
か
。
こ
れ
に
就
い
て
は
、
要
録
時
五
紹
興
二
年
九
月
甲
申
条
に

議

詔
。
准
断
塩
毎
袋
令
商
人
払
仇
浦
町
民
武
三
千
。
己
算
出
附
而
未
信
者
亦
如
之
。
（
酔
）
時
島
一
酔
か
用
提
轄
権
貨
務
張
純
議
。
俊
更
塩
法
。

と
あ
り
、
ま
た
同
害
時
六
同
年
十
一
月
甲
成
の
詔
に
、

准
断
塩
場
所
出
塩
。
以
十
分
為
率
。
四
分
支
今
昨
指
揮
以
後
文
妙
。
二
分
支
今
年
九
月
甲
申
以
後
文
妙
。
四
分
支
建
炎
渡
江
以
後
文
妙
（
酔
）

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

。
。
。
。

先
是
呂
闘
浩
以
対
構
法
不
可
用
。
乃
令
商
人
輸
貼
納
銭
。
至
是
復
以
分
数
均
定
。
如
対
帯
法
失
。

処
で
、
前
項
で
み
た
通
貨
銭
は
、

と
あ
る
通
貨
銭
H
H
貼
納
銭
の
徴
収
が
手
掛
り
と
な
る
。
即
ち
妙
法
の
改
制
に
従
っ
て
改
制
前
発
行
の
旧
紗
と
改
制
後
発
行
の
新
紗
と
の
聞
に
実

塩
請
求
権
に
優
劣
の
差
等
が
付
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
優
劣
を
付
け
て
新
旧
両
紗
を
対
帯
（
例
え
ば
手
持
ち
の
日
紗
一
袋
の
実
塩
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
に
は
、
そ
の
紗
一
袋
に
対
し
て
新
紗
三
袋
を
再
買
せ
し
め
、
初
め
て
旧
紗
の
実
塩
を
帯
支
す
る
。
或
は
新
紗
三
袋
毎
に
旧
紗
一
袋
を

帯
す
る
を
許
し
、
旧
妙
の
実
塩
を
対
支
す
る
等
の
如
く
、
新
旧
紗
の
比
率
を
定
め
て
お
い
て
、
そ
の
比
率
に
依
り
新
・
旧
紗
の
実
塩
を
対
支
す

お
い
せ
ん

る
）
さ
せ
る
替
り
に
貼
納
銭
を
納
め
さ
せ
、
こ
れ
を
通
貨
銭
と
称
し
て
い
る
。

つ
ま
り
本
来
な
ら
ば
実
塩
請
求
権
を
削
減
さ
る
べ
き
旧
紗
を
新

紗
と
同
等
に
通
用
さ
せ
る
替
り
に
取
る
補
償
で
あ
る
。
（
従
っ
て
対
帯
法
復
活
と
共
に
免
除
さ
れ
る
。
）
前
項
の
初
め
に
見
た
紹
興
四
年
の
改
価



も
、
要
録
を
参
照
す
る
と
、
明
年
正
月
乙
卯
条
（
諸
七
）
に

3

m
山

准
断
塩
紗
銭
。
毎
袋
増
帖
納
銭
三
千
。

と
あ
り
、
九
月
戊
申
条
に
（
崎
八
）

っ
0

0

、ー一ド’

0

0

0

0

3

0

0

0

減
准
断
塩
銭
毎
袋
三
千
。
令
諸
場
対
支
新
旧
妙
各
半
。
（
相
｝
自
渡
江
至
今
。
塩
法
五
変
c

而
建
炎
旧
紗
支
発
未
絶
。

と
あ
り
、
建
炎
旧
紗
の
実
塩
支
払
い
を
認
め
る
代
償
（
通
貨
銭
）
と
し
て
増
額
さ
れ
た
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
が
、
紗
面
正
銭
と
合
せ
て
一
律
に

お
い
せ
ん

加
納
言
せ
て
い
る
通
貨
銭
は
、
恐
ら
く
は
何
時
の
時
に
か
始
ま
っ
た
此
種
の
貼
納
銭
が
そ
の
ま
ま
紗
価
に
愈
着
し
て
実
質
上
の
増
価
と
な
っ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
尚
通
貨
銭
額
の
資
料
を
挙
げ
て
お
く
と
、
建
炎
四
年
正
月
二
十
九
日
以
降
三
貫
文
（
福
建
塩
）
、
紹
興
二
年
九
月

t
十
一

月
間
三
貫
文
、
同
四
年
正
月

t
九
月
三
貫
（
制
批
）
同
三
十
年
二
月
廿
四
日
・
隆
興
二
年
十
月
七
日
・
乾
道
二
年
六
月
十
一
日
各
条
五
貫
（
飢
↓
珠
山
）

と
な
っ
て
い
る
。

措

留

銭

附

塩

袋

本

銭

先
づ
措
留
齢
恥
銭
か
ら
見
る
と
、
こ
れ
は
食
貨
己
紹
興
三
十
年
二
月
二
十
四
日
条
に
、

准
断
買
納
一
苧
戸
塩
本
。
係
支
塩
倉
収
到
客
納
措
留
等
銭
。

と
あ
り
、
ま
た
乾
道
二
年
八
月
四
日
条
に

客
版
准
東
袋
塩
。
其
塩
倉
合
納
措
留
塩
本
等
銭
。

と
ゐ
る
よ
う
に
、
紗
塩
の
支
払
い
を
受
け
る
商
人
が
受
塩
地
で
納
め
、
事
戸
の
製
塩
の
買
上
賀
に
充
て
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
銭
は
、
食
貨
六
紹
興
四
年
正
月
五
日
条
に
、

一一

0

0

3

0

 

見
売
推
断
塩
紗
。
毎
袋
。
於
紗
面
前
上
添
銭
三
貫
文
省
。
通
計
二
十
一
貫
文
。
数
内
描
留
銭
。
除
旧
数
外
。
一
見
行
指
留
。
六
百
足
於
塩
場

送
納
。

や守

と
あ
り
、
ま
た
紹
興
三
十
年
二
月
二
十
四
日
条
に

南
宋
時
代
の
准
新
塩
妙
法

四
ブL



南
宋
時
代
の
滋
漸
塩
妙
法

一
五
O

将
客
人
合
納
通
貨
銭
五
質
文
内
。
措
留
三
百
文
。

と
あ
る
よ
う
に
、
正
銭
・
通
貨
銭
を
合
せ
た
紗
価
か
ら
控
除
H
措
留
し
て
捻
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
先
項
で
見
た
紗
価
十
七
貫
六
百
足
が
決

し
て
こ
の
ま
ま
櫨
貨
務
に
納
め
ら
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
紗
面
銭
で
あ
り
、
権
貨
務
が
受
取
る
の
は
塩
本
銭
等
を
措

留
し
た
浅
額
U
正
紗
銭
で
あ
る
。
そ
こ
で
正
紗
銭
・
措
留
銭
の
比
率
が
問
題
に
な
る
が
、
准
断
塩
関
係
の
記
事
は
以
上
で
挙
げ
た
も
の
が
伺
見

、

、

二

の
総
べ
て
で
、
正
確
な
額
は
分
ら
な
い
。
但

r序
塩
に
就
L
て
は
食
貨
七
乾
道
六
年
二
月
十
五
日
条
に

毎
鰹
一
百
斤
。
納
紗
面
銭
七
貫
。
内
措
留
銭
二
貫
文
赴
塩
倉
納
。
正
妙
銭
五
貫
文
赴
算
妙
宮
司
納
。

と
あ
り
、
五
対
ニ
で
配
分
さ
れ
て
い
る
。
北
宋
時
代
の
東
南
塩
で
は
、
食
賀
工
宜
和
三
年
五
月
二
十
九
日
条
に
、
両
断
塩
と
限
定
し
て
、

毎
紗
一
百
貰
。
己
措
留
二
十
貰
文
。

と
あ
り
、
四
対
一
に
配
分
し
て
い
る
。
広
南
塩
よ
り
低
率
で
み
の
る
。
結
局
妙
面
銭
額
の
七
分
の
二
か
ら
五
分
の
一
程
度
が
措
留
さ
れ
た
と
推
測

す
る
外
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

次
に
描
留
鏡
に
は
、
住
売
地
で
随
塩
文
引
一
引
毎
に
五
十
文
を
描
出
し
て
「
捉
私
塩
賃
銭
」
に
充
て
る
も
の
が
あ
り
「
諸
路
州
県
所
得
。
歳

勾

不
下
十
余
万
貫
」
で
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
ο

ま
た
「
塩
袋
本
銭
」
と
云
う
も
の
が
あ
っ
て
、
乾
道
六
年
以
降
一
年
間
、
両
断
塩
に
就
い
て
毎
袋

五
百
文
を
塩
A

屈
託
納
め
さ
せ
て
、
塩
袋
製
造
に
要
す
る
滞
索
工
食
銭
に
充
て
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
た
措
留
鏡
の
一
種
で
あ
る
。

同

袋

息

周↓

こ
れ
は
商
人
が
自
ら
の
負
担
で
支
塩
倉
に
納
め
る
も
の
で
あ
る
。
職
官
ヨ
提
挙
茶
塩
司
・
淳
照
十
六
年
九
月
十
一
日
条
に

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

准
東
諸
処
塩
畠
支
発
袋
塩
。
依
元
降
指
揮
。
毎
袋
於
客
人
名
下
。
収
取
別
納
袋
息
銭
瞳
百
障
拾
文
。
専
一
応
副
塩
事
官
兵
請
受
・
更
禄
・
と

紙
札
・
船
運
脚
乗
等
用
。
季
終
有
余
。
起
発
赴
鎮
江
府
椿
管
。

銭



あ
り
、
ま
た
職
官
監
川
監
当
慶
元
三
年
三
月
四
日
条
に
も
、
「
紹
興
府
（
綱
）
諸
塩
場
」
に
就
い
て
袋
息
銭
四
百
四
十
文
の
額
と
共
に
、

吏
及
押
袋
官
弁
諸
処
塩
事
官
吏
食
銭
・
逐
時
修
葺
諸
処
塩
致
・
食
場
屋
宇
収
買
行
遣
紙
札
雑
物
弁
虹
塩
脚
銭
」
な
ど
の
経
費
一
万
五
千
余
貫

「
塩
場
官

が
、
袋
息
銭
に
依
っ
て
調
達
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
塩
場
塩
倉
の
人
件
費
・
維
持
費
他
雑
費
運
塩
費
な
ど
が
塩
商
の
負
担
で
賄
は

れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
尚
こ
れ
は
北
宋
時
代
か
ら
行
は
れ
て
い
る
も
の
で
、
食
貨
巳
宣
和
五
年
四
月
八
日
条
に

。
。
。
。
。
。
。
コ

客
人
入
納
葬
請
東
南
塩
紗
。
可
将
権
貨
務
合
納
頭
子
・
市
例
・
椿
管
工
墨
雇
人
銭
弁
塩
倉
別
給
吏
禄
等
銭
袋
息
・
油
燐
封
頭
等
銭
。
並
特

与
減
免
。

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

（ホ）

運

塩

水

脚

銭

塩
場
か
ら
州
支
塩
倉
ま
で
の
運
塩
費
を
商
人
が
負
担
す
る
も
の
で
、
従
っ
て
紗
塩
が
塩
場
内
で
支
払
は
れ
て
い
た
時
期
に
は
問
題
に
な
ら
な

い
。
資
料
的
に
も
紹
興
二
十
八
年
三
月
十
八
日
の
州
倉
復
活
と
共
に
現
は
れ
る
。
本
条
は
（
1
4
d
）
准
東
路
の
も
の
だ
け
記
し
て
い
る
が
、
泰
州

・
高
郵
軍
は
毎
袋
三
百
四
十
文
省
、
通
州
は
二
百
文
省
と
決
め
て
い
る
。
乾
道
二
年
に
は
前
述
の
よ
う
に
真
州
支
塩
倉
が
置
か
れ
る
が
、
比
処

の
水
脚
銭
は
、
食
貨
一
一
乾
道
元
年
十
二
月
十
八
日
条
に
附
記
さ
れ
た
翌
年
六
月
の
向
均
の
奏
に

。
。
。
。
コ
3

0

0

0

0

G

ココ

0

0

コ
。
。
。
。

今
来
客
人
若
只
就
真
州
塩
怠
支
塩
。
減
省
通
泰
等
州
地
理
盤
費
脚
乗
。
所
有
宮
中
和
雇
船
戸
合
支
水
脚
銭
。
自
来
係
客
人
出
備
。
欲
乞
。

。。

令
就
真
州
塩
倉
請
塩
客
人
。
毎
袋
送
納
五
百
文
省
。
専
充
運
塩
脚
乗
一
又
使
。
所
有
不
足
銭
数
。
依
例
於
袋
息
銭
円
相
兼
支
使
。
（
従
之
）

と
あ
り
、
水
脚
銭
の
解
説
や
こ
れ
と
袋
息
銭
と
の
関
係
と
併
せ
て
五
百
文
省
の
銭
額
を
記
し
て
い
る
。
通
泰
高
郵
軍
な
ど
よ
り
高
額
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
政
府
側
に
は
運
塩
費
が
か
さ
む
し
、
商
人
は
逆
に
運
塩
費
・
旅
費
が
節
約
出
来
る
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

以
上
妙
価
に
就
い
て
検
討
し
た
処
を
要
約
す
る
と
、
塩
商
は
先
づ
権
貨
務
に
於
い
て
紗
面
価
格
二
十
六
貫
（
二
十
三
貫
）
省
の
五
分
の
四
か

ら
七
分
の
五
の
正
妙
銭
と
、
食
貨
じ
塩
法
乾
道
元
年
九
月
十
五
日
条
に

南
宋
時
代
の
准
漸
塩
妙
法

一五



南
宋
時
代
の
准
幅
削
極
紗
法

一五

見
今
客
葬
文
引
。
毎
貫
収
頭
子
・
市
例
銭
二
十
二
文
・
紗
面
頭
子
銭
一
十
文
・
雇
人
銭
一
文
。
今
来
並
依
旧
。
所
有
新
添
銭
数
（
三
貫
）
吏

不
組
計
添
納
。

と
あ
る
頭
子
・
市
例
銭
な
ど
合
計
五
百
十
六
文
を
納
め
、
尋
い
で
受
塩
地
の
塩
倉
に
措
留
銭
と
四
百
四
十
文
の
袋
息
銭
と
二
百
文
省
か
ら
五
百

文
省
程
度
の
水
脚
銭
を
納
め
、
こ
れ
が
実
際
上
の
塩
紗
価
格
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

余

冨

与
え
ら
れ
た
紙
数
も
既
に
尽
き
た
の
で
、
此
処
で
稿
を
終
え
る
。
差
当
っ
て
是
非
論
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
に
、
塩
紗
価
格
の

支
払
手
段
の
問
題
即
ち
金
・
銀
・
見
銭
・
会
子
・
関
子
が
ど
ん
な
比
率
で
受
納
さ
れ
て
い
た
か
、
及
び
そ
の
年
代
的
変
佑
が
ゐ
る
が
、
要
点
は

劫

加
藤
博
士
が
解
説
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
譲
り
た
い
。
後
白
紙
幣
の
流
通
を
考
え
る
時
本
格
的
に
検
討
す
る
機
会
が
あ
る
と
思
う
。
ま
た

塩
商
の
動
き
も
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
就
い
て
は
、
食
貨
↑
商
税
・
建
炎
二
年
九
月
一
日
条
に

客
人
多
自
江
西
・
湖
南
般
連
創
到
・
竹
木
。
前
来
建
康
府
。
佐
佐
算
請
塩
妙
弁
耀
米
。

と
あ
り
、
同
一
一
塩
法
隆
興
二
年
入
月
十
二
日
条
に
、

准
塩
本
上
江
客
人
所
販
。
若
江
上
有
警
。
即
客
旅
不
通
。
云
々
。

と
あ
る
よ
う
に
、
建
康
府
に
到
来
す
る
江
西
・
湖
南
地
方
の
米
商
人
が
大
宗
を
為
し
、
従
っ
て
同
上
・
乾
道
七
年
十
二
月
十
六
日
条
に
、

近
縁
客
人
興
販
米
斜
前
佐
上
江
。
致
入
納
塩
紗
遅
細
。
推
東
積
圧
塩
袋
数
多
。
拠
准
酉
総
領
周
閤
措
置
。
欲
差
官
般
載
柱
部
州
出
売
称
提

塩
貨
。

と
あ
る
よ
う
に
、
裏
陽
方
面
の
軍
糧
需
要
が
膨
張
し
て
米
商
が
そ
ち
ら
え
誘
致
さ
れ
る
と
、
准
塩
の
売
上
げ
が
減
り
、
部
州
で
准
塩
を
売
る
よ

う
措
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
在
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
た
い
2

こ
の
動
、
き
は
更
に
茶
法
の
運
蛍
と
も
結
び
就
い
て
湖
北
・
京

西
路
に
於
け
る
湖
広
会
子
流
通
の
基
盤
を
作
っ
て
い
る
の
で
、
ま
た
改
め
て
詳
論
す
る
機
会
が
あ
る
と
思
う
。



註

ω
太
府
寺
の
機
能
は
、
北
山
小
集
唯
一
一
一
四
月
納
相
府
劉
子
に
「
叉
戸

部
・
度
支
・
金
部
之
有
太
府
。
所
以
諮
関
防
客
出
納
也
。
旧
四
↓
水
害
押

紗
引
文
書
按
行
庫
版
。
猶
不
限
給
。
云
々
」
と
あ
る
を
参
照
。

ω
要
録
一
一
周
年
月
日
条
に
「
時
東
北
道
一
夜
o
塩
柔
道
」
と
あ
る
。

食
豆
一
す
法
・
建
炎
一
元
年
五
月
二
十
七
日
条
参
照
。

食
貨
一
一
一
茶
法
・
建
氏
九
元
年
六
月
十
六
日
条
参
照
o

他
に
、
食
貨
二
五
塩
法
・
建
炎
元
年
七
月
六
日
条
及
び
註
3
参
照
。

註
3
参
照

註
3
の
記
事
の
原
註
に
「
真
州
務
場
開
胤
。
国
間
－
と
あ
る
。

宋
会
議
息
苦
府
及
び
喪
主
五
紹
興
二
年
四
月
戊
子
条
以
下

参
照
。
尚
要
録
の
上
条
な
ど
「
開
府
鎮
江
」
と
記
し
て
い
る
が
、
実

際
は
建
康
府
に
関
か
れ
た
乙
と
は
要
録
鴎
五
紹
興
二
年
五
月
思
一
〈
未
条
、

同
時
五
同
年
六
月
甲
辰
条
、
同
噌
五
同
年
、
月
丙
戊
九
条
、
職
官
都
祝
日

白

一

－

ノ

府
・
同
年
九
月
二
十
八
日
条
の
記
述
か
ら
み
て
疑
い
な
い
。
尚
後
掲

(3) ）
 

sι
企｛
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vhυ （
 

）
 

ρn 
（
 

）
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(8) (9) 

記
事
参
照
。

要
録
巻
一
参
照
。

一
四

食
貨
記
事
法
・
紹
興
三
年
正
月
十
三
日
条
。
他
に
二
年
四
月
七
日
条
、

五
年
八
月
十
二
日
条
参
照
。

食
貨
日
権
貸
手
同
年
月
三
月
一
日
条
参
照
。
食
貨
仁
塩
法
で
は
繋
年

。。）
 

l
 

huu 

南
宋
時
代
の
治
部
削
海
妙
法

(13) (12) 

が
七
年
と
な
っ
て
い
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。

可
斎
雑
業
は
淳
祐
壬
子
ご
二
五
二
）
の
編
纂
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

朝
野
雑
記
・
甲
集
巻
一
四
総
論
国
朝
趨
焚
の
他
に
、
食
貨
己
紹
興
四

一ノ

年
七
月
四
日
条
、
同
十
二
年
五
月
六
日
条
、
同
じ
乾
道
六
年
二
月
十

五
日
条
八
年
十
一
月
一
日
条
、
同
店
慶
一
万
元
年
九
月
二
十
二
日
条
参

照。食
貨
仁
乾
道
六
年
二
月
二
十
五
日
条
（
後
掲
）
参
照
。

一
一
’

食
貨
五
廷
炎
四
年
四
月
二
十
一
日
条
及
び
四
年
二
月
四
日
条
参
照
。

特
に
問
題
と
な
る
の
は
歯
水
之
法
で
あ
ろ
う
。
食
貨
に
淳
県
十
年
七

E
ノ

月
二
十
九
日
条
参
照
。

仰
一
南
宋
時
代
の
漁
南
路
の
通
貨
問
題
」
（
未
発
表
）

食
貨
己
乾
道
一
元
年
九
月
十
五
日
条
（
後
掲
）
参
照
。

後
述
察
京
の
合
同
法
付
参
照
。

他
に
嗣
部
娃
炎
三
年
十
一
月
十
日
条
参
照
。

(14) 自由。。側（19) (18) 自I)

カ
ッ
コ
内
は
同
a

建
炎
三
年
十
一
月
十
日
条
参
照
。

公
拠
類
の
字
号
は
千
字
文
に
依
っ
て
い
る
o
職
官
五
進
納
官
・
一
苅
枯

五
年
十
月
七
日
条
、
調
部
建
炎
四
年
五
月
二
十
一
日
条
参
照
。
縁
起

の
悪
い
荒
・
菊
罪
・
傷
・
禍
な
ど
の
字
は
避
け
ら
れ
て
い
る
。

加
藤
博
士
「
南
宋
時
代
に
於
け
る
銀
の
流
通
並
に
銀
と
会
子
と
の
関

係
に
つ
い
て
」
の
「
四
紗
引
算
請
と
銀
」
参
照
。
此
の
隆
興
二
年
条

も
こ
れ
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
尚
註
お
参
照
。

(22) 倒

五



南
宋
時
代
の
港
所
塩
妙
法

倒
省
庁
附
の
制
を
概
述
し
た
文
献
を
挙
げ
る
と
、
欧
湯
文
忠
公
文
集
諸
↑

帥

帰
国
録
第
二
、
珍
席
放
談
上
、
鶴
林
玉
露
一
な
ど
が
あ
る
。

紗
価
は
見
銭
だ
け
で
支
払
わ
れ
る
の
で
は
な
く
他
に
金
・
銀
・
会
子

・
関
子
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
且
つ
そ
の
省
隔
は
、
例
え
ば
食
貨
店

淳
照
十
年
十
二
月
二
十
一
日
条
に

広
東
路
付
妙
法
。
自
紹
興
閲
。
客
鋪
赴
広
州
売
紗
隊
入
納
。
陥
商
是

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

用
銀
。
毎
両
価
銭
三
貫
五
十
文
。
九
十
八
阿
算
妙
。
以
示
優
澗

と
あ
る
よ
う
に
、
優
遇
の
た
め
に
省
陪
数
を
引
量
揚
げ
ら
れ
て
い
る
。

検
算
の
誤
差
は
こ
う
云
う
処
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
尚
本
条
に
み

る
よ
う
に
銀
を
使
用
す
れ
ば
官
私
価
の
相
異
と
省
陪
数
の
引
揚
と
双

方
で
優
利
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

食
貨
亡
乾
道
二
年
二
月
六
日
条
参
照
。

食
貨
巴
乾
道
七
年
三
月
十
一
日
条
参
照
。
尚
本
条
に
依
る
と
両
一
選

の
塩
本
銭
は
、
こ
の
当
時
鎮
江
・
行
布
両
務
場
に
納
め
ら
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

加
藤
博
士
前
掲
論
文
参
照
。

帥帥倒

一
五
回


